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須藤  ミクロネシアの土地所有と社会構造

ミク ロネ シ ア の土 地 所 有 と社 会 構 造

    須  藤  健  一*

1.は じめ に

il.マ ー シ ャル,ト ラ ック と中央 カ ロ リン社

 会 の 土地 所 有

皿.パ ラオ社 会 の土 地 所 有

IV.ポ ナペ社会の土地所有

V.ヤ ップ,フ ァイス社会の土地所有

VI.土 地所有様式の変化

冊.結 論

1.は じ め に

 ミクロネシアには約2,400の 島がある。そのうち人が居住する島は120にすぎない。

島の地形は,マ リアナ諸島,パ ラオ,ヤ ップ,ト ラック,ポ ナペ,コ シャエのカロリ

ン諸島は火山島ない し陸島である。その他のカロリン諸島,マ ーシャル諸島,ギ ルバ

ート諸島はいずれもサンゴ礁島である。島の大 きさ,地 形は異なるものの,ギ ルバー

ト諸島を除けば,島 じまの社会は母系性の伝統を色濃 く残 している。 しか し,母 系性

の体系や機能の面に関 しては,各 社会ごとに多様性を示す。

 本稿の目的は,カ ロリン・マーシャル諸島の社会にみられる親族集団の編成様式と

土地の所有体系との関連性の特質を明らかにすることにある。 この目的を達成するた

toには,つ ぎの三点を各社会において検討する必要がある。一つは)・自然環境のどの

部分を資源利用の観点から重要な 「不動産」として見なし開発 しているかという点で

ある。二つめは,土 地所有の基礎 となる社会単位としてどのような親族集団を編成 し

ているかである。三番目は,人 々ないし集団が土地に対する権利を獲得 ・保持 し,放

棄するのに如何なる方式を制度化しているかということである。本稿では,土 地所有

を人びとが土地 に対 す る権利 を獲得 して行使 し,そ して分配する様式[CROCOMBE

1968,1971]と 定義する。 したがって,ミ クuネ シアの 「伝統的」土地所有は,個 人

ないし社会集団が不動産(土 地)に たい して保持する権利 ・義務関係の体系であると

みなせよう。 なお,こ こでいう 「伝統的」(土地所有)と は,主 として外国の直接統

治が開始される今世紀初頭 ころにみ られる土地の所有様態を意味する。

*国 立民族学博物館第 ユ研究部
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 ミク ロネ シア(カ ロ リ ン ・マ ー シャ ル諸 島)の 土地 所 有 につ い て の調 査研 究 は,統

治 国 の植 民 地 政 策 と 密 接 な かか わ り を もって始 め られ た。 ドイ ツ統 治時 代(1899-

1914年),ド イ ツ政庁 は ポ ナ ペや トラ ックに お い て コブ ラの プ ラ ンテ ー シ ョ ン開 発 に

着 手 す る たあ,島 の 人 び との 土地 所 有 の様 態 を捉 えた 。 この 調査 は個人 有 地 と公 有 地

とを 区分 す る と と も に,土 地 の 「個 人所 有 化 」 とそ の 男系 的相 続 の優 先 を 意 図 した

「地 券 」 を発 行 す るた め で あ った[矢 内原 1935]。 そ の調 査 を も とに,ポ ナ ペ で は

1912年 に土 地 所 有 の伝 統 的方 式 を無 視 した 土 地 改 革 が 実施 され た。

 日本 統 治 時代 に な る と,南 洋庁 は ドイ ッの 政 策 を受 けつ ぎ,1923年 か ら 「官 有地 」

お よび 「非 島民 有 地 」 の 境 界,地 目,面 積 の 調査 を実 施 した 。 これ は,日 本 人 企 業 家

や 農業 移 民 に土 地 を 提 供 す るた めで あ った 。1933年 か らは島 の人 び との 土地 利 用 実 態

を 把握 す る た め に 「島 民 有 地」 を測 量 し,「 土地 台帳 」 を作 成 した。 これ は島 の入 び

とが有 効 な土 地 利 用 を しな い場 合 に,そ の 土地 を邦 人 に使 用 させ る とい う土 地 政 策 に

基 づ いて いた 。 この 調査 に は入 類 学 者 も参加 し,パ ラオ,ポ ナ ペ と中央 カ ロ リ ン諸 島

に関 して は詳 細 な 調査 報 告 が公 に され て い る[上 原1940;杉 浦1944;土 方1984]。

ア メ リカ 統 治 時代 の 当初 に お いて も,海 軍 省 の企 画 の も とに多 くの 島 じまで,財 の形

態,権 利 の 種 類 ・ 相 続 様式,土 地 の移 譲 方 式 につ い て の調 査 が 実施 され た[YOUNG

l958]。 これ は,ア メ リカ の信 託 統 治 領 にお け る土 地 政 策 の 基 調 を なす 性格 の もの で

あ った。

 1960年 代 か らは人 類 学 的 調 査 研究 が進 め られ,主 と して環 礁 島 の住 民 の 土地 所有 に

関 心 が 集 中 した[ALKIRE l974;hEBER l974;POLLOCK l974]。 そ して,1970

年代 か らは,伝 統 的 土 地 所 有体 系 が統 治 国 の 土地 政 策 に よ って こ うむ った変 化 を明 ら

か に す る調 査 ・ 研 究 が実 施 さ れ て きて い る[NAsoN 1971;MARKsBuRY l 979;

McCuTcHEoN 1981;PARKER 1985]。

 本 稿 で は,カ ロ リン,マ ー シャル の 両諸 島 か ら10の 社 会 を選 定 し,土 地 所 有 の体 系

を比 較 す る。 比 較 の基 準 に は,土 地 所 有 の 主 体(集 団編 成 の 様式),土 地 使 用 の実 態

(居住 形 態)・ そ して 土地 の相 続 方式 の三 つ の側 面 を と りあ げ る。 それ らの基 準 に基 づ

くな ら,上 記10社 会 は つ ぎ の四 つ の タ イ プ に類 別 され る。

タイプ1:土 地は母系出自集団の所有で,母 系的拡大家族の成員に使用される。

     母系相続の方式をとるが,母 系出自集団の男性成員は彼の子どもに部

     分的に土地の使用権を継承させる権利を保持する。このタイプには,

     マーシャル・ トラック,モ ー7トロックと中央カロリンの諸社会がふく

     まれる。
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  タイプ2:土 地は母系的出自集団の所有であるが,そ の使用権は男系的拡大家族

       にある。土地の相続権 は主として母系のラインで継承 される。 このタ

       イプはパラオとウリシー両社会に代表される。

  タイプ3:土 地は母系的出自集団の所有であるが,そ の使用権は母系的ないし父

       系的拡大家族にある。相続権iは母系的継承を原則とするが,父 系 ラィ

       による継承 も許容される。このタイプには,ポ ナペが相当する。

  タイプ4:土 地は父系的拡大家族ないし父系的出自集団の所有であるが,そ の集

       団の女性成員 も部分的に土地を相続する権利を保持する。このタイプ

       には,ヤ ップ,フ ァィス,ピ ンゲ ラプの諸社会が属す。

 H節 か らV節 にかけて,上 記の四タイプについてそれぞれ詳 しく検討する。そこで

の記述は,今 世紀初頭の土地所有の様式が中心になるが,そ れ以降に生起 した土地所

有の変化について も言及する。

 そして,VI節 においては,ミ クロネシアで白人との接触以前に生 じた土地所有の変

化と,最 近顕著になりつつある土地問題についても考察を くわえる予定である。

皿.マ ー シ ャル,ト ラ ッ クと中央 カ ロ リン

  社会 の土地 所有

 マーシャル,ト ラックそ して中央カロリンの諸社会においては,母 系出自集団が主

要な土地所有集団を編成する点で共通する。本節ではそれ ら三社会の土地所有の諸相

について述べることにしよう。

1. マ ー シ ャ ル 社 会

 マ ー シ ャル(Marshal1)社 会 は,29の 環 礁 島 と5つ の 隆 起 サ ンゴ礁 島 で 形 成 され,

陸 地 総 面 積 は約120km2で あ る。1980年 の総 人 口 は31,200人 で あ るが,19世 紀 後半

が15,000人,ド イ ツ統 治 時代(1909年)が9,267人 と報 告 され て い る[矢 内原1935:

73]。 主 栽 培 植 物 は タ ロイ モ と コ コヤ シで,降 雨 量 が少 な い た めパ ンノ キの 実 は多 く

の収 穫 が期 待 で きな い。 タ シ ロイ モや パ ンダ ナ ス の実 も食 用 に して きた 。 しか し,ド

イ ツ統 治 時 代 前 か らコ コヤ シの植 栽 と コブ ラの生 産 ・販 売 が さかん で,そ の 売 り上 げ

金 で米 を購 入 し,主 食 にあ て て きて い る。

 マ ー シ ャル社 会 は,階 層 化 され,非 地縁 的 で外 婚 単 位 とな るチ ョウ ィ(ブoωの と よば

れ る母 系 ク ラ ンで構 成 され る。各 ク ラ ンは固 有 の 名前 を もって い る。 ク ラ ンの な かで
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も,複 数 の 島 な い し環 礁 を 統 轄 す る高 位 ク ラ ンの 首 長 は イ ロ ー ジ ・ラパ ラプ(か ⑳

1ψ盈ψ)と よ ばれ る[SPOEHR l949]。 マ ー シ ヤル 全 島 で は14人 の イ ロ ー一ジ ・ラパ ラ

プ,つ ま り大酋 長 が い る[TOBIN l958]。 それ らの大 酋 長 が 名 目的 な 「土地 所 有 者」

と考 え られ て い る。 ク ラ ンはい くつ かの 母系 リニ ー ジ,プ ィチ(6ω ㊥ に分 節化 して お

り,そ れ が基 本 的 な土 地 所有 集 団 と な る。 マ ー シ ヤル の生 産 手 段 の 対 象 とな る土 地 は,

島 の礁 湖 側 か ら外 洋 側 へ と一 定 の幅(50～200m)の 直線 で仕 切 られ て い る。 そ の一

区 画 が 土地 所 有 の 一 筆 とな り,ワ ト(ω厩0)と よ ばれ る。 した が って,こ の一 区 画 が プ

ィ チ に よ って所 有 され るの で あ る。

 リニ ー ジの 首 長(alab)は,大 酋 長 が 名 目的 に所 有 して い る ワ ト(土 地)を 彼 の リニ

ー ジ成 員 に配 分 して管 理 ・監 督 す る地 位 につ く
。 割 りあて られ た 土地 を使 用 す る リニ

ー ジの成 員 は 「労 働者 」(ri-」'erbar)とみ な され る
。 彼 らは,パ ンノ キ の実 な ど の初 収

穫 物 や コブ ラの売 上 金 の 一 部 を リニ ー ジ長(alab)を とお して 大 酋 長 に 上 納 す る義 務

が あ る。 つ ま り,リ ニ ー ジ長 は大 酋 長 と庶 民(労 働 者)の 中間 に位 置 し,前 者 の 土 地

の 管 理 者 で あ る。 リニ ー ジ成 員 が使 用 す る土地 の多 くは母 系 的 に相 続 され る。 そ して,

母 方 居 住 方式 が一 般 的 で あ るが,新 居 住 や選 択 居 住 の形 態 もみ られ る。 したが って,

プ ィチ の 土地 は,女 性成 員 とそ の配 偶 者 に よ って の み使 用 され るの で はな く,プ ィチ

の 男 性 成員 の子 ど も(batoktok)も 父 の出 自集 団 の土 地 にた い しい く らか の権 利 を留保

す る。 自分 の集 団 の 土地 が少 な い場 合,人 び と は父 の集 団 の 土 地 に移 り住 ん で,そ こ

で コブ ラを生 産 す る こと がで き る。 この父 の 集 団 の 土地 を使 用 す る権 利 は,基 本 的 に

は父 の 生存 中 に行 使 で き る性 質 の もの で あ る[POLLOQK l974:108]。

 しか し,こ の使 用権 の 譲 渡 にか ん して は島 ご とで か な り多 様 性 が あ る。 マ ジ ュ ロや

ビキ ニ で は父 一子 関係 で の 使 用 権 の継 承 は ニ ンニ ン(ninin}と よ ばれ
,七 世 代 間 にわ

た る。 ニ ンニ ンは主 に,父 が リニ ー ジの 首 長 の地 位 につ い た 場合 や そ の集 団 に後 継 者

が い な い と き に起 こ る。 父 か ら相続 した土 地 は,子 供 た ちの判 断 で彼 らのプ ィチ共 有

財 に合 体 して もよ い し,彼 ら(特 に男 性 成員)の 子 ど も に相 続 させ て もよ い。 後 者 の

相 続 にお いて は父 系 へ の か た よ りが み られ る。 そ して,父 一 子 関係 で相 続 され る土 地

は,七 世代 た つ と元 初 の 土 地 所 有集 団(リ ニ0ジ な い しク ラ ン)に 返 却 され る[TOBIN

1958:20]。 現 在 で は,ニ ンニ ンに よ る土 地 の 所 有 に関 して係 争 問 題 が 生 じて い る。

 マ ー シ ャルの 土 地 所有 の基 本 形 態 は,母 系 的 出 自集 団 が ワ トと よ ばれ る区画 を全体

的 に所有 し,集 団 成 員 が使 用 権 を もつ とと もに,そ の 集 団 の男 子 成 員 の 子 ど ももそ の

土 地 の0部 を使 用 す る権 利 を もつ。 後 者 の使 用 権 は世 代 限定 的 で はあ るが,父 系 的 な

い し双 系 的 に継 承 され る性 格 の もの で あ る。 そ の よ うな土 地 所 有 体系 の うえ に,政 治
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的階層性が重なる。各母系出自集団が所有する土地に関 して最終的な管理権および処

分権をもつのは,大 酋長である。彼はマーシャルの多 くの島じまに分散居住する彼の

クラン成員から,そ れぞれの島にいるリニージの首長をとお して,「 初収穫物」の貢

献をうける権利をもつ。また,19世 紀末からは,コ ブラ販売金の一部を徴集している。

2. モ ー トロ ッ ク,ト ラ ッ ク,中 央 カ ロ リ ン諸 島 の 土 地 所 有

 東 はモ ー トロ ック諸 島,西 はサ タ ワル島 に いた る島社 会 の土 地 所 有 の体 系 は,伝 統

的 に は性 質 を 同 じ く して きた 。 こ こで は,そ の 代 表例 と して 中央 カ ロ リン諸 島の サ タ

ワル(Satawal)社 会 の 土地 所 有 の様 式 を 中心 に論 述 す る こ とに しよ う。

 サ タ ワ ル島 は,ヤ ップ 島の 東 方1,000km,ト ラ ック諸 島 の西 方500 kmに 位 置 す

る隆起 サ ンゴ礁 の 島 で あ る。1980年 の総 人 口 は492人,島 の 総 面 積 は1.2km2で あ る。

1908年 に は188人 が住 ん で いた[DAMM und SARFERT l937]。 島 の主 要 栽 培 植物 は,

島 の 内陸 湿 地 を 開墾 した 田で つ くられ る タ ロイ モ と島 の乾 燥 地 に生 育 す るパ ンノ キ と

コ コヤ シ で あ る。 パ ンノ キ は,1年 の うち4月 ～9月 にか けて 実 を つ け る が,あ との

半 年 は結 実 しな い。 その た め に,パ ン果 を地 中 に貯 蔵 す る技 術 が発 達 して い る。

 サ タ ワル社 会 で 土地 所 有 の基 本 的 な単 位 は,エ ウ ・ラー(ク66ω プ磁 「木 の 一 本 の枝 」)

とよ ばれ る母系 的 出 自集 団 で あ る。 それ は,7～8世 代 前 の 女 性祖 先 を共 通 にす る子

孫 よ り構 成 され る。 また,こ の 集団 は よ り世代 深 度 ㊥深 い女 性祖 先 か ら母 系 的系 譜 関

係 を た ど る出 自集 団(母 系 ク ラ ン)の 分 節 集 団 で,社 会 人 類 学 で い う リニ ー ジに相 当

す る。 妻 方住 居 様 式 を と るた め,居 住 集 団 は母 系 的拡 大 家 族 を構 成 す る。 つ ま り,2

～3世 代 の母 系 的 出 自集 団 の女 性 成 員 と彼 女 た ちの 夫 た ち
,彼 らの子 ど も と養子 た ち

で あ る。 拡 大 家 族 の 成 員 は プ コ ス(pwukos)と よ ばれ る リニ ー ジの屋 敷 地 に,夫 婦 単

位 に家屋 を建 て て 住 む。 この居 住 集 団 は15あ り,最 も大 きな 家族 は12世 帯,72人 で あ

る[須 藤 1984]。

 サ タ ワル社 会 は8つ の ア イ ナ ン(y痒inang)と よば れ る母 系 ク ラ ンで構 成 され る。ク

ラ ンは族 外 婚 の 単 位 で あ り,ラ ンクづ け られ て お り,特 定 の 名 前 を もつ 。 そ れ らの ク

ラ ンは中央 カ ロ リ ン諸 島 か ら トラ ック にか け ての 島 じま に成員 が分 散 して い る。 ク ラ

ンの ラ ン クは,サ タ ワル 島 へ移 住 して きた伝 承 上 の歴 史 的順 序 に基 づ いて い る。8つ

の ク ラ ンの うち,3つ が 高位 の ラ ンク にあ り,「 酋 長 ク ラ ン」 と よば れ て い る。 ほ か

の5つ の ク ラ ンは,そ れ らよ り後 来 の移 住 者 で 「平 民 ク ラ ン」 とよば れ る。各 ク ラ ン

の な か で優 越 リニ ー ジ の最 上 世代,最 年 長 男 性 が ク ラ ンの酋 長 の地 位 につ く。 彼 が ク

ラ ンの土 地 を 最終 的 に管 理 し,ク ラ ンお よ び リニ ー ジ成 員 に土 地 を割 り当 て る。
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 三 人 の酋 長 ク ラ ンの酋 長 は,島 内お よ び他 島 との あ い だ でお こ る問題 を 処 置す る権

限 を もつ 。 た とえ ば,共 同 漁,外 洋 カ ヌー に よ る航 海,島 社 会 の 秩序 に違 反 した 者 へ

の制 裁,行 政 的 問題 な ど につ いて 合 議 の うえ決 定 す る。 彼 らは漁 場 や陸 の 食 料 資 源 の

利 用 と規 制 につ い て も責 任 を もつ。 島 の 食料 が枯 渇 す る時期 に,人 び とが タ ロ イモ 田

や コ コヤ シ林 へ 立 ち入 る こ とを0定 期 間 禁止 した り,特 定 の漁 場 で の 漁獲 を規 制 す る。

 サ タ ワル 社会 で 出 自集 団 が所 有 の対 象 とす る土 地 の形 態 は,大 き く三 つ に分 け られ

る。 居 住 地(ρ ωπん05),コ コヤ シ とパ ンノ キ の はえ る 乾 燥地(汐 ω%η殉 と タ ロ イモ 田

(   ダ ｩ` zveen)で あ る。 プ コス(pzvukos)は 整 地 し,小 石 を しきつ め た空 間 で,数 軒 の家 屋

と一 軒 の 共 同 炊 事小 屋 が建 て られ,そ の 周 辺 にサ ッ マ イモ,バ ナ ナな どの畑 .も付 属 す

る。 現 在,15の プ コス が あ る。 プ ゥノ ク(汐 翻 η鋤 は,切 り開 かれ た 土地 で コ コヤ シ

やパ ンノ キが植 え られ た土 地 で あ る。 この 土 地 は322区 画 に細 分 化 され,マ ー シ ャル

の ワ トの よ うに大 区画 で はな い。 平 均 面 積 が1,000m2程 度 で,人 び とは 島 の方 々 に

散 在 す るそ れ らの土 地 を利 用 して食 料 獲得 活 動 に従 事 す る。 プ ゥエ ー ン(   "ρω66π)はタ

ロイモ(Cyrtosperma chamissonis, Colocasia esculenta)を 栽 培 す る湿 地 田 で,278に 区分

され て い る。

 各 母 系 的 リニ ー ジが 保 有 す る土 地 は,大 き く二 つ の カ テ ゴ リー に分 け られ る。一 つ

は,ラ ピン フ ァヌ(7ψ π吻伽 の と よば れ,リ ニ ー ジが元 来 か ら所 有 しつ づ け て きた土

地 で あ る。 も う一 つ は,フ ァ ンガ トフ ァ ヌー(fangetofan�)で,こ れ は数世 代 前 か ら

リニ ー ジ に入 って きた 土 地,な い し贈 与 され た 土地 で あ る。 こ こで は,便 宜 上,前 者

を 「元 来 の 土地 」,後 者 を 「贈 られ た 土 地 」 とよ ぶ こと にす る。 表1を 参 考 に して そ

れ らの 土地 の割 合 を検 討 す る と,元 来 の プ ゥノ ク は,全 土地 区画 数 の322の うちの151

区画,つ ま り46パ ー セ ン トにあ た る。 ほか の171区 画 の 土地 は,い ず れ も100年 の 間 に

リニ ー ジの あ い だ で贈 与 され,リ ニ ー ジ問 を移 動 した もの で あ る。 ま た,元 来 の タ ロ

イモ 田 は,総 区 画数278の う ちの85区 画,30パ ー セ ン トで あ る。 土 地 が リニ ー ジ間 で

譲 渡 され る重要 な契 機 は,婚 姻,子 ど もの 誕 生 そ して養 取 で あ る。

 婚 姻 関 係 が 成 立 す る と,夫 の リニ ー ジ は彼 の 妻 に1区 画 の タ ロイ モ 田 とコ コ ヤ シ林

を贈 る。 これ らの 区画 が 「贈 られ た土 地 」 で あ る。 それ らは 結 婚 を社 会 的 に承 認 す る

あ か しと して だ け で な く,妻 の リニ ー ジで 生 活 す る夫 に食 料 を 提 供 す るた め の もの と

考 え られ て い る。 夫 婦 に子 ど もが産 まれ る と,夫(父 親)の リニ ー ジは数 区 画 の コ コ

ヤ シ林 と数 本 のパ ンノ キを 子 ど も に 贈 る。 土 地 の 区 画数 や面 積 お よ び パ ンノ キ の数

は,子 ど もの 人 数 に よ って 決 め られ る。 この 土 地 と パ ンノ キは ム ォゴ ヌ ァ フ ァク ル

(mwongon偰afak侔>と よ ばれ,「 リニ ー ジの 男 性 成 員 の子 ど もの 食 べ もの 」 の 意 味 で
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            表1サ タワル社会のリニ纏 人叶 土地所有

ク ラ ン
リニ ー ジ

(Pωukos)
世帯 人自

‡ 地 タ ロイ モ田 パ ンノ

キ

婚入者1婚賭

総区画 元来 総区画 元来 1880～

1980年

1880～

1980年

 1

-

 2

Neyaar

Raapiirakirh

Neyimwenikat

Neyaar

10

 3

 2

32

13

15

32

11

 7

14

 2

 4

18

 6

 7

10

 2

 4

187

55

91

74 65

15 60 50 20 31 16 333

Yaanatiw

Yaanatiw

Neyan

Wenikeyiya

5

6

1

40

、5

   i
45127
      28

      11

17

15

 5

25

23

 8

 5

14

 2

130

115

22

43 60

ー ユ2 90 66137 56 21 267

3 Noosomwar

Kaningeirek

Faayinen

 7

12

42

71

   1

32116
3418

29

46

6

3

113

 ?

56 42

19 113 66 24 75 9 113

4 Kataman

Yosukunap

Wenikeyiya

8

2

61

10

29

12

16

 7

24

 5

7

3

138 49 42

10 71 41 23 29 10 138

5 Piik

Nesatikuw 5 をo 16 7 11 3 106

22 12

6 Sawen

Faaniyor 3 23 27 15 19 10 96

22 26

7 Sawat

Yapeew

Yatiirong

5

5

19

39

15

13

7

5

12

17

6

9

151

108

32 41

10 58 28 12 29 15 259

8 Maasane

IW・yi・ ・w
13 57 28 13 28 1 142

32    27

1

計
  87

世帯

492

人

322
区画

151

区 画

278

区画
 85

区画

1454

  本

330

人

324

人

註 1)上 の表でi元 来」 と表記 した土地は,リ ニージが 「元来か ら所有 している土地」を意味

    す る。 したが って,総 区画数 と 「元来の土地」 の区画数 との差 が リニージ間で 「贈与 し

    た土地」 の数である。

  2) リニージの世帯 と人 口は,屋 敷地(PωILil os)の 居住者数であ り,リ ニージの成員数では

    ない。
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あ る。父 親 の リニ ー ジか ら贈与 され た 財(タ ロイモ 田,コ コ ヤ シ林 とパ ンノ キ)は,

父 親 を 同 じ くす る子 ど もた ち(yafak侔)が 共 有 す る もの で,子 ど もた ち(母)の リニ

ー ジの 共有 財 とは区 別 され る
。 子 ど もた ち(キ ョウダ ィ)は 成 長 し結 婚 して子 ど もを

もつ と それ らの財 を 自分 の子 ど も に贈 与 す る こ とが で きる。 した が って,母 系 的 リニ

0ジ の 内部 に は
,リ ニ ー ジの 元 来 の財 を共 有 す る レベ ル と は別 に,同 父 キ ョウダ ィ を

核 とす る 土地 所 有 の単 位 が形 成 され る こと にな る。

 財 の贈 与 を うけた 子 ど もた ち(ア フ ァク ル)は,彼 らの父 親 の リニ ー ジ にた い し,

ことあ るご と に食 べ もの を届 けた り,労 働 力 を提 供 す る こ とが 義 務 づ け られ る。 これ

が行 わ れ るの は,た とえ ば父 親 の リニ ー ジ成 員 が病 気 にな った り,死 亡 した り,ま た

そ の リニ ー ジ が カ ヌ ー,集 会 所,家 な どを建 造 す る と きな どで あ る。父 親 の リニ ー ジ

にた いす るア フ ァク ル の貢 献 は,贈 られ た 財 の使 用,移 譲 と深 い関 係 が あ る。 彼 らが

父親 の リニ ー ジの期 待 に そむ く行 動 を した 場 合,父 親 の リニー ジ は贈 与 した 財 を と り

返 す権i利を も って い る。 また,ア フ ァクル が 贈 与 さ れ た土 地 を十 分 に手入 れ しな か っ

た り,使 って いな い と きに も,父 親 の リニ ー ジ はそ の 土地 を没収 す る こ とが で き る。

つ ま り,あ る リニ ー ジ は リニ ー ジの 男 性成 員 の 子 ど も に贈 与 した 財 にた い し,潜 在 的

な所 有権 を留 保 して い るの で あ る。 ア フ ァ クル は前 述 した 義務 を父 親 の リニ ー ジに は

た して い るか ぎ り,贈 与 され た財 を 自由 に使 用 し,次 世代 へ と相 続 させ る こ とが 可能

に な る。

 各 リニ ー ジの元 来 の土 地 は,リ ニ0ジ の全 成 員 の 共 有 財 で あ る が,そ の配 分,利 用,

管 理 な どの権 利 は リニ ー ジの 首 長(somr�on)に ゆ だね られ て い る。 リニ ー ジ成 員 は,

男 性 で あれ ば コ コヤ シ林 とパ ンノ キ,女 性 で あれ ば タ ロイモ 田 を,そ れ ぞれ わ り当て

られ た区 画 ご と に 自由 に使 用 す る こ とがで き る。 しか し,現 実 には,リ ニ ー ジ の男 性

成 員 の多 くは,彼 らの妻 の もと に住 み つ づ け る。彼 ら は 日常 的 には彼 ら自身 の リニ ー

ジの 土地 を利 用 す る こ と はな い。 リニ ー ジの コ コヤ シ林 やパ ンノ キを手 入 れ し,実 を

収 穫 す るの は彼 の リニ ー ジに婚 入 して きた男 た ち(姉 妹 や姪 た ちの夫 た ち)で あ る。

婚 入 して きた男 た ち は,妻 の リニ ー ジの共 有財 を使 用 して,妻 や 彼 の子 ど もた ちの食

料 を獲 得 す るの で あ る。 それ に た い し,リ ニ ー ジの 男 性 成員 は,彼 の女 性 キ ョウダ ィ

の夫 た ちが,リ ニ ー ジの 共有 地 を正 当 に使 用 して い るか 否 か を監 督 す る権 利 を もつ。

も し,姉 妹 の夫 が怠 けて コ コヤ シやパ ンノ キの下 刈 りな どを しな い と注 意す る。 婚 入

して きた 男 た ちは妻 の リニ ー ジの 土地 処 分 に は何 の権 限 もな く,た だ 使 用権 の み を も

っ こと にな る。

 つ ぎ に,三 人 の酋 長 が 島の 食 料 資源 全 体 にた い して もつ権 利 につ いて述 べ て み よ う。
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パンノキの実の枯渇期(10月 ～3月)に 島の食料が不足すると,酋 長たちは会議 し,

島の入びとが使用 しているタロイモ田やココヤ シ林への自由な立ち入りを禁止する。

一週間に二日だけ,食 料をとってきてよいという風な命令を出す。その日は早朝から

お昼のあいだだけ,男 性がココヤシの実を,女 性がタロイモを収穫することが許され

る。もし,監 視人がそのきまりを無視 した人を摘発すると,当 事者だけでなく,そ の

リニージ成員全員が日中の砂浜に長時間座 らされるといった体罰をうける。 また,無

人島での漁携活動も酋長の許可なく行うことができない。このように,酋 長はリニー

ジやキョウダィ単位で所有 している生産手段の利用をも,統 制する権限をもっている。

島の人びとは,パ ンノキの実の 「初収穫物」やココヤシの木からとったヤシ汁の 「初

採取液」を第一位の會長に贈ることが義務づけられている。これは,第0位 のi長 の

クランないしリニ0ジ が,こ の島の草分け筋であり,か つパンノキの実やココヤシの

実の豊穰を司どる責任をもっているからである。

 これまでに述べたように,サタワル社会における 「元来の土地」と 「贈 られた土地」

は,食 料資源の利用に関 して,そ れぞれ重要な機能をはた している。前者はリニージ

成員の基本的な食物を支給する土地であり,後 者はリニ0ジ 人口の増減に対応して食

物資源を調整するための土地である。いいかえれば,後 者の土地の贈与慣行は,リ ニ

ージ聞の人の移動(婚 姻や養取を契機)に ともなって生 じるリニージの人口増減(子

どもの数)に 対応 して土地を融通する制度である。それは,表1で 人口の多いリニー'

ジが多 くの土地区画を所有ないし使用 していることからも明らかである。

3. トラック語圏社会の土地所有制度の変異

 トラ ック,モ ー トロ ック,サ タ ワ ルの トラ ック語 圏社 会 で は,母 系 の 出 自原 理 によ

って土 地 所有 の単 位 とな る集 団 を編 成 す る点 で 共通 して い る。 つ ま り,土 地 所 有 の 基

本 的集 団 は,母 系 的 出 自集 団 で あ る。 そ して,妻 方居 住 婚 の方 式 を 基 本 と し,母 系 集

団 はそ の集 団 の男 性 成 員 の 子 ど もに 土地 を贈 与 す る慣 行 もそれ ら3社 会 に存 在 す る。

しか しな が ら,そ の集 団 の 構 造 や規 模 に お いて は各 社会 ご とに変 異 を示 して い る。 こ

こで,ト ラ ックの ウマ ン(Uman)島,モ ー トロ ックの サ タ ワ ン(Satawan)島 と 中央

カ ロ リンのサ タ ワル島 の3社 会 を と りあ げ,現 在 の 土 地所 有 集 団 の 構 造 に つ いて 比 較

検 討 して み よ う。

 サタ ワル社 会 に お い て は 土 地 所 有 の 単 位 とな る 集 団 は前述 した よ うに,ア イ ナ ン

(y痒inang)な い しエ ウ ・ラー(yeezv raa)で あ る。エ ウ ・ラ ーは生 存 す る最 上 世代 者 か

ら数 え て7～8世 代 ま え の女 性 祖 先 との 系譜 関係 を た どれ る母系 子 孫 よ り構 成 さ れ る。
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モ ー トロ ッ クの サ タ ワ ン島 は,サ タ ワ ン環 礁 の主 島 で あ り,10余 の 無 人 島 を領 有 す る。

面 積1.2 km2,人 口767人(1980年)で あ る。19世 紀末 の人 口 は,400人 と推定 され る

[BoRTHwlcK l977:72]。 タ ロイ モ とパ ンノ キの 実 を主 要 栽 培植 物 と して い る。 サタ

ワ ン社 会 は,10の アイ ナ ン(a�ang)と よ ばれ る母 系 ク ラ ンで 構成 され て い る。 そ の ク

ラ ンは序 列 化 され,政 治 的 お よび婚 姻 規 制 の 単 位 と して機 能 して い る。 土 地 を 所有 す

る基本 的 集 団 はエ ウ ・シ ョウ(θωshoz�)と よ ばれ 「一 本 の枝 」 を 意 味 し,4～5世

代 前 の女 性 祖 先 を始 祖 とす る母 系 的 出 自集 団(リ ニ ー ジ)で あ る。 それ は ク ラ ンの分

節 集 団 で,現 在34あ る。 各 リニ ー ジは,リ ニ ー ジ固 有 の 土地 と他 の リニ ー ジか ら贈 与

され た 土地 と を保 有 す る。 リニ ー ジが 所 有 す る元 来 か らの共 有 地 は平 均14パ ー セ ン ト

で,ほ か の土 地 は リニ ー ジ間 で 贈 与 ・交 換 した もの で あ る。 その ほか に,リ ニ ー ジに

よ って は成 員 が個 入 的 に購 入 した 数 区 画 の 土地 を 所 有 す る もの も あ る[須 藤 1985:

897-908]o

 トラ ック の ウ マ ン島 は,山 が ちの 火 山 島 で,7.5 km2の 島 に2,298人(1980年)。 今

世 紀 初 頭 の人 ロ は,約1,000人 と見 積 られ る[矢 内原 1935:70]。 現 在,海 岸 部 に集

落 が形 成 され て い るが,1930年 ころ ま で居 住 地 は山 の 中腹 にあ った。 パ ンノ キの実 に

主 食 を依 存 して お り,海 岸 部 の湿 地 に わ ず か のタ ロイ モ 田 を造 成 して い る。 そ の ほ か,

日本 統 治 時代 か ら山の 斜 面 に畑 を 開墾 して タ ピオ カ や サ ツ マ イモ を栽 培 して い る。 パ

ンノ キの 実 と根 栽類 だ け で は,人 び との食 糧 を まか な え ず,多 くの 食糧 品(米)を 購 入

して主 食 を 補 な って い る。 ウマ ン社 会 もサ タ ワル や サ タ ワ ンと同様,ア イ ナ ン@η απ9)

と称 す る母 系 ク ラ ンが上 位 の社 会 集 団 を編 成 して い る。 そ して,土 地 所 有 集 団 は,ア

イ ナ ンの 分 節 単位 で あ り,エ テ レケ ス(eterekes)な い しア ーイ ン(αα切 と よば れ る。

そ れ らの 集 団 は,一 人 の 曽祖 母 な い し祖 母 を共 有 す る母 系 の 子孫 よ り構 成 され る。3

～4世 代 間 の 母 系 的 出 自集 団,つ ま り リニ ー ジな い し出 自系 統(descent line)が 土地

所 有 の単 位 にな って い る ので あ る。 リニ ー ジで も,現 在 で は共 有 地 を所 有 して いな い

もの が多 く,共 有 地 を も つ集 団 で も1～2区 画程 度 で あ る。 ほ とん どの 集 団 は,ほ か

の リニ ー ジか ら贈 与 さ れ た土 地 な い し個 人 的 に購 入 した 土 地 か らの 食 糧 に依 存 して い

る[須 藤 1985:908-918]。

 上 記3社 会 の土 地 所 有 集 団 の規 模 を比 較 して み る と,ま ず サ タ ワ ルの エ ウ ・ラーが

もっ と も規 模 が大 き くか つ,多 くの集 団 共 有 財 を保 有 す る点 で,伝 統 的 な 母系 的 出 自

集 団 の構 造 を保 持 して い る こ とを指 摘 で き る。 そ して,サ タ ワ ンの エ ウ ・シ ョ ウは・

集 団 規 模 にお い て,サ タ ワル と トラ ック の 中間 に位 置す る。 筆 者 の調 査 資 料 に基 づ く

と,今 世紀 初 頭 に お け る それ ら3社 会 の 土地 所 有 集 団 と して の 母系 的 出 自集 団 の 構造
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および規模は,ほ ぼ同じ性質のものであった。したがって,現 在みられる3社 会の集

団規模の差異は,こ こ80年間のあいだに生じた現象とみなせる。筆者は,目 下のとこ

ろ,土 地所有集団の規模の縮小化 という傾向を,人 口の増加と貨幣経済の浸透の差異

に原因 しているとみなしている。まず,人 口増加の要因から検討 してみよう。

 トラックのウマンとモートロックのサタワン社会の1937年 から1980年 にかけての人

口増加率は,い ずれも2倍 を越 している(後 出の表2)。 ウマンは増加率においては

サタワンの2.9倍 にたいし2.1倍 と低い。 しかし,ト ラックは急峻な山を背後にもつ海

岸部に村落が立地 しており,食 料資源の採取条件および居住環境が劣悪である。 した

がって,可 耕地面積にたいする人ロ密度の点では,こ の40年間余の2.1倍 というウマ

ンの人口増加率は,サ タワンの2.9倍 というそれに比べ,実 質的には高いといえよう。

ウマンに限らず トラック社会では人口増加によって,母 系出自集団の男性成員が彼の

子どもに土地を贈与するために,集 団の共有地(元 来からの土地)を 分割 した結果,

出自集団が土地を共有する単位として機能 しな くなった[須 藤 1985:917]。 それに

くらべ,サ タワン社会では,現 在においてもエウ ・ショウがいくつかの土地区画を共

有する単位として機能している。

 つぎに,貨 幣経済の波及 という側面について述べることにしよう。 トラックとモー

トロックでは,今 世紀初頭より西欧のコブラ植栽業者やコブラ仲買人の定着によって,

現金収入の道がひらけた。また,そ れらの社会の男性は,ド イツ,日 本時代には,ナ

ウルやアンガウルのリン鉱石の採掘人夫として 「出稼ぎ」に出て,現 金を得ていた。

日本 ・アメリカ統治時代には,ト ラックの行政中心地で,役 人,商 店従業者,そ の他

の商業的サービスに従事 して俸給者となるものがかなり出現 してきた。このような貨

幣経済の浸透により,現 金を手にした者は,他 人の土地を購入 し,そ の土地を 「私的

所有」 したり,彼 らの子どもに相続させる傾向が顕著になってきた。と同時に俸給者

を中心に,土 地を購入 した男性の なかには,自 分を中心に妻 と彼の子どもよりなる

faaminiy(英 語のfamily)を つくりだすものも出現 した。 つまり,経 済的に自立 した

男性は,伝 統的な母系の出自原理と妻方居住方式に基づ く集団構成 とは異なる,新 た

な家族を形成 しつつあるのである。この傾向は トラックにおいてここ20年のあいだに

とくに顕著になってきた。モートロック社会でも,他 人の土地を購入 した男性はいる

が,彼 らは自分の集団共有地を分割することを避けるために,購 入 した土地を子ども

に贈与,相 続 させている。 したがって,モ ー トロック社会では,依 然として共有地を

軸に集団が編成 されており,ト ラックのように男性が購入 した土地に基づいて独立 し

た家族を形成するにはいたっていない。
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 それ ら2社 会に較べ,サ タワル社会では人口増加率 も1.5倍 と少なく,そ して土地

区画の半数近 くは母系出自集団の共有地となっている。人びとは現在の人口が 「食糧

の自給をまかなう限度だ」と考えているが,こ れまでに土地を売買 した例は皆無であ

る。 したがって,サ タワル社会では,エ ウ・ラーが依然として,土 地所有の基本的な

単位として機能 しており,母 系的出自集団の結合基盤 となっている。

 現在,ト ラック社会の出自集団は土地および生産手段を共有する単位としては機能

していないが,母 系出自の観念は人びとのあいだで強く意識されている。その観念は

酋長権の継承,個 人の社会的地位,婚 姻規制,そ して母系的出自集団の成員相互の援

助など,現 実の生活において大 きな意義をもっている。そして,ト ラック社会の母系

意識は,最 近アイナン(ク ラン)成 員の再統合化へ向けて強化される傾向にある。そ

の一つがクランの集会所の建設である。アイナン統合のシンボルとしての意味をもつ

その建設にさいし,酋 長をはじめクランの有力者がクラン成員に資金の提供を求める。

この要請に呼応 して多 くの成員は積極的に現金を出し,ほ ふのクランの集会所より,

大きく,立 派なものを建てることを誇りとしている。もう一つは,ア イナンから知事,

連邦議会および州議会の議員を選出しようという動きである。これは,選 挙のさいに

クラン成員が団結することを主目的としており,成 員はクランの リーダーの指示に従

がう。このように,ト ラック社会においては,生 産手段を共有する母系的出自集団の

規模が縮小化 したにもかかわらず,母 系出自の観念的結合は依然として人びとの行動

のなかにみてとることができるのである。

 以上のことか ら,サ タワル,サ タワン,ト ラックの3社 会は,今 世紀初頭まで,母

系的出自集団が土地を共有する基本的単位になっていた。 しか し,人 口増加 と貨幣経

済の進行にともない,土 地の細分化,共 有地の消失,さ らには土地の購入による私有

化という方向に,土 地所有様式を変化させてきた。この変化のなかで,現 在サタワル

社会がもっとも伝統的様式を保持 している社会 と位置づけることができる。そして,

サタワン社会が中間の段階,ト ラック社会はその様式を失ないつつある社会 とみなせ

る。 したがって,そ れらの事例は,母 系的出自集団の土地共有制の崩壊過程を段階的

に示 している点で,ミ クロネシァの土地所有様式の通時的研究に一つのモデルを提供

してくれる。

皿.パ ラオ社会 の土地所有

パ ラオ(Palau)諸 島 は200余 の島 か らな り,8つ の島 に人 が 居 住 す る。 総面 積370
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km2,総 人 ロ12,116人 を 数 え る が,そ の65パ ー セ ン ト(8,100人)の 人 び とが 暫 定 首

都 コ ロール(Koror)島 に住 ん で い る(1980年)。 そ して,コ ロー ル居 住 者 の就 労 者 人

口 は2,840人 で あ る[REPUBLIC OF PALAU l985]。 パ ラオ の 人 口 は,ウ ィ ル ソ ン船

長 の来 島時(1783年)に は40,000人 と推 算 され て い る。 西 欧 人 との接 触 時(1800年 頃)

の 人 ロ に つ いて,ク レーマ0は1910年 の 調査 に よ って 居 住村 と廃 村 の数 か ら20,000～

25,000人 と推定 して い る[KRﾄMER 1929:292]。 ドイ ツ統 治 時代(1901年)の 人 口

は,3,748人 と報 告 され て い る[矢 内原 1935:69]。

 パ ラオ で最 大 の 島,バ ベ ルサ オプ(BabelthaOP)島 は周 囲 を広 い裾 礁 で囲 まれ た火

山 島で あ る。280 km2の 面 積 を も ち,4,520人 が住 んで い る(1980年)。 島の主 要栽

培植 物 はタ ロイ モで,パ ンノ キの 実 も補 完 的作 物 と な って きた 。 しか し,日 本 統 治 時

代 よ り,タ ピオ カ,サ ツマ イ モ の栽 培 が導 入 され 今 日 にい た って い る。

 バ ベ ル サ オ プ島 は,10の 政 治 区(州),70村 よ りな る。 村 は伝 統 的 には,10の 序 列

の あ る親族 組 織(集 団)で 構 成 され る。 その 集 団 はカ ブ リー ル(ん6配鋤 とか ッル ンガ

ル ク(telungalek)と よば れ る。 それ らの 親族 集団 か ら輩 出 され る酋 長 た ちが 「村 議会 」

(klobak)を 組 織 し,村 の政 治 を 運 営 す る。 その う ち,上 位4つ の親 族 集 団 の會 長 た ち

が実 質 的 な村 の指 導者 の地 位 につ く。

 カ ブ リー ル お よ び ッル ンガ ル クの こ とば で指 示 され る親 族 集 団 は,原 則 と して は母

系 出 自 に基 づ い て編成 され る が,父 方一 母 方 オ ジ方居 住 様 式 とあ い ま って社 会 的 コ ン

テ クス トにお い て多 様 性 を示 す。 杉 浦 はカ ブ リー ル を五 つ の カ テゴ リ0に 分 け て い る。

1)他 村 にい る血 縁 関係 者 を も含 む 集 団,2)同 一 村 落 内 で 政 治 的 に連 合 す る複 数 の

親 族 集 団,3)母 系 出 自だ け で な く外来 者 や捕 虜 の子孫 も くみ入 れ た集 団,4)養 子

や男 子 成 員 の 子 ど もも含 む 「母 系 的 」 親族 集 団,そ して,5)純 粋 な母 系 系譜 を た ど

る出 自集 団 で あ る[杉 浦 1944:203-205]。 他 方 で,杉 浦 は ツ ル ンガ ル クを 「父 系 家

族 集団 」 と規 定 して い る[杉 浦 1944:233]。 この よ うに規 模 や集 団 編 成 の方 式 に差

異 を みせ るカ ブ リール に関 して,Forceは そ れ を基 本 的 に はsibで あ るが, extellded

family, lineage, subsib, sib,さ らに はsuper sibを 指 す 場合 も あ る と述 べ て い る

[FoRcE and FoRcE l972:46]。 そ れ に た い し,ツ ル ン ガ ル ク はnuclear family

か らsibに いた る親族 集 団 を指 す[FORCE 縒iC1 FORCE l972:51]と し,そ れ ら二

つ の集 団 の 構 成 規 模 に 差 異 を認 め て い る。 また,南 部 の村 を調 査 したBarnettと

Smithは,カ ブ リ0ル をclan,ッ ル ンガ ル ク をmatrilineageと 規 定 して い る[BA-

RNETT 1949:22,侒MITH l 983:41-54]。 た だ し, Barnettは ツル ンガル ク を

母 系 リニ ー ジ とみ な が らも,厳 密 な 意 味 で 母 系 出 自 が 貫 徹 して い な い こ とを示 唆 し
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ている。

 ここで,多 義性をもつカブ リールの構成例を杉浦の資料に依拠 して考察 してみよう

[杉浦 1944:208-213]。 バベルサオプ島北部のカボクド部落のエレエ ドク(Ngere-

chedok)カ ブリールは,第 一位にランクされる親族集団である。成員は8軒 の家(屋

敷)に 分住 し,そ の屋敷に付随する土地(タ ロイモ田,畑,コ コヤシ林など)を 使用

して生活 している。8人 の戸主 と彼 らのカブ リールへの所属関係をみると,母 系出自

に基づ くもの5人,父 との親子関係によるもの1人,そ して男性成員の養子 となるも

のが2人 である。2人 の養子のうち,1人 は養父の死後,彼 の母の村(カ ブ リール)

に帰る予定者であるが,他 の1人 は養父の死後も養父の家 ・屋敷を相続 し,養 父のカ

ブ リールの 「成員」 となって居住 し続けている。この例からも,村 落生活の基本的社

会集団となるカブ リールの構成員には,そ の男性成員の2人 の子孫(実 子と養子)が

くみこまれていることがわかる。 このような傾向は1930年 代以降のパラオ社会には一

般的であったようである。杉浦は 「氏族(カ ブ リール)長 の息子が氏族員 となって父

の氏族を継 ぐことはかなり多い」としながらも,父 のカブリールの土地に住み続け,

その成員となった男性 は,父 の酋長位を継承する権利はなく,そ の他の地位,特 権,

儀礼への参加などにおいて 「正成員」とは区別されると報告 している[杉 浦 1944:

210-211]o

 うえの事例からうかがえるように,パ ラオ北部のカブリールは,父 方一母方オジ方

居住と母系出自の方式 とが重なり合い,親 族集団の構成に柔軟な側面を見せている。

カブリールの基本的性質 は,一 人の女性祖先 と禁忌魚を共有し,特 定の名称をもち,

外婚規制をともなう出自集団である。各カブ リールは,そ の始祖が移住してきて住み

つき,開 拓した村に根拠地(宗 家の家 ・屋敷)を おき,同 じ名称をもつカブ リールが

複数の村に分節化することはない。それは,母 系的系譜関係をたどって他村のカブ リ

ールと連合する組織体ではな く,始 祖が住みついた村において完結する地縁的な親族

集団である。カブリールの始祖への系譜は8～10世 代さかのぼる。そして,そ の出自

集団は,最 上世代,最 年長の男性と女性によって統轄され,彼 らが宗家筋の家に住み,

田 ・畑その他の財産を管理 し,そ の関係者に使用権を配分する。 しか し,実 際にカブ

リールの土地を使用するのは,父 方居住様式をとるためカブリールの男性成員とその

妻,彼 らの息子たちとそれ らの妻および孫たちである。カブリールの女性成員は婚出

する。つまり,カ ブリ0ル の男性成員を中心に父系拡大家族の成員が,カ ブ リールの

本拠地の家に居住 し,そ の家に属する土地を使用する。

 この父系拡大家族は,カ ブリールの成員である男性(戸 主)の 死亡によって,通 常
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は消 滅 す る。 男 性 が死 亡 す る とそ の妻 は子 ど もを ひ きつれ て彼 女 の カ ブ リー ル の本 拠

地 の村 へ帰 る。 この と き,男 性 の カ ブ リー ル は,そ の女 性(妻)が 男性 の家 のた め に

尽 く して くれ た と い う こ とで,彼 女 へ の謝 礼 お よび 子 ど もた ちの 養 育 費 と してパ ラオ

の伝 統 的 貨 幣(udoudo)や 現 金 を贈 る。 そ の貨 幣 が な い 場合 に は,土 地 を分 与 す る こ と

も あ る。 しか し,子 ど もの 立場 か ら見 て,母 の 村 に空 屋敷 が な い場 合 とか,父 の カ ブ

リー ル に後継 者 が い な い と きに は,父 の 勧 め に よ って,父 の家 に居 住 し続 け,父 の財

産 を相続 す る こ とにな る。

 パ ラオ の親 族 認 知 の 民俗 概 念 に,オ ッエ ル(ochell)と ウ レ ッエル(ulechell)の 二 つ

の カ テ ゴ リー が あ る。 オ ッエ ル は カ ブ リー ル の女 性 成 員 の 子 ど も を さ し,出 生 に よ っ

て その 集 団 の第 一 次 成 員 の 資格 を もつ 人 び とを意 味 す る。 そ れ に対 し,ウ レ ッエ ル は

カ ブ リール の男 性 成 員 の 子 ど もで,そ の 集 団の 二 次 的 な い し条 件 つ き成 員 の資 格 を有

す る人 び とで あ る。 これ は,父 と子 の 二世 代 間 の 血 縁 関係 を指 示 す る。 この二 つ の カ

テ ゴ リー で は,オ ッエ ル の方 が財 産 の相 続 や処 分 に関 して 絶 対 的権 利 を主 張 で き る。

 こ こで,オ ッエル と ウ レ ッエ ルの 二 語 が示 す親 族 集 団 へ の帰 属 様 式 を念 頭 にお き,

カ ブ リー ル と ツル ンガ ル クの 親 族集 団 の性 格 につ いて検 討 して み よ う。筆 者 の 調 査 し

たバ ベ ル サ オ プ南 部 の マ ル キ ヨク州 の 人 び とは,ツ ル ンガ ル クを 「本 当 の キ ョウダ イ

とそ の子 ど も」 とか,「 本 拠 地 の家 に住 む 祖 母 の女 の系 統 」 と,定 義づ けて い る。 そ

の う ち,こ の 村 の第 一 位 の ラ ンクに あ るWカ ブ リール の系 図 を作 り,ツ ル ンガル ク の

成員 を 確認 す る と,人 び と は生 存 す る最上 世 代 の女 性 か ら女 系 の 出 自関係 を た ど る人

び との 名前 をあ げ る。Wカ ブ リ0ル には7軒 の家 屋 敷 が あ り,1軒 を 「本 家 」 と し,

他 の6軒 はそ こか らの 「分 家」 で あ る(本 家,分 家 は 日本 語 を話 せ るイ ンフ ォ ー マ ン

トが 使 用 した用 語 で あ る)。 それ ら6軒 の分 家 の な か には,6世 代 前 にパ ラオ南 西 離

島 の トビ島 か ら移 住 して きて,Wカ ブ リール の 男 性 と結 婚 した トビ出身 の女 性 の女 系

子孫 がふ くまれ る。現 在 で は,家 単 位 に タ ロイ モ 田,畑,コ コヤ シ林 な ど土 地 を 所 有

して い る。 この 分 節化 した時 期 は,新 しい もの で 本 家 の現 戸 主 の5世 代 以 前 で あ る。

な お,本 家 の 初 代 の祖 先 まで は,18代 の系 譜 が 語 りつ がれ て きて い る。

 この よ うに み て くる と,Wカ ブ リー ルの 場 合 は,そ の 中 に6つ の分 節 的 親 族 集 団 を

包摂 して い る。 そ して,ツ ル ンガ ル ク は,カ ブ リー ル の分 節 集 団 の3～4世 代 間 の女

系 成 員 を 指示 す る概 念 とみ る こ とがで き る。 しか し,ツ ル ンガ ル クの 結 節 点 は生 存 す

る最 上 世 代 の女 性 を共 有 す る女 系 子 孫 で あ り,ッ ル ンガ ル クが 固定 的,離 接 的 な 集 団

を構 成 す る性質 の もの で は な い よ うで あ る。 した が って,ツ ル ンガ ル ク をSmithの よ

うに,matrilineageと 規 定 す る こと に は同 意 しかね る し,ま た杉 浦 の 父 系 家族 集 団
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とみなすことにも首肯できない。 筆者は,ッ ルンガルクを 「母系的出自系統(matri

descent line)」とここでは定義 しておきたい。いずれにせよ,パ ラオのカブ リールは,

母系的出自をその集団編成の原理としながらも,移 住者やその他の契機で非母系成員

を組みこみ,ま たその男性成員の子どもにも条件つきで成員権を付与する出自集団と

いえよう。いいかえるならば,オ ッエル(母 一子)関 係を軸に,各 世代において一世

代に限り,ウ レッエル(父 一子)関 係 にある子孫をもくみこむ,「 母系的出自集団」

とみなすことができる。

 つぎに,パ ラオ社会の土地所有について述べることにしよう。土地は伝統的には利

用主体に基づいて二つのカテゴリーに分 けられ る。 「部落有地」(chutum belu)と 「氏

族有地」(chutum blai)である[杉 浦1944:181-184]。 部落有地は道路や集会所など

の敷地,広 場,内 陸の山林 ・原野と海岸部のマングローブ湿地である。氏族有地は屋

敷地,タ ロイモ田,海 岸部や丘陵地帯のココヤシ,パ ンノキ以外の樹木が成育する土

地である。氏族有地と分類される土地は伝統的にはカブ リールの 「共有地」であり,

その実際の使用権 はツルンガルクに委譲されている[杉浦 1944;SMITH l977]。 ッ

ルンガルクの最上世代,最 年長の女性は,タ ロイモ田の使用権を女性成員や男性成員

の配偶者たちに配分する。その他の土地はツルンガルクの最上世代の男性(戸 主)に

よって,男 性成員や息子たちに割 り当てられる。それら土地の相続は,多 くの場合母

系的に行われる。ただ し,前 述 したように,カ ブリールに後継者がいない場合は,父

から息子へと相続される場合 もある。このさいには,カ ブ リールないしツルンガルク

の成員の了解が必要である。

 パ ラオ社会の土地は,伝 統的にはカブリールが所有単位となり,そ の使用権は石積

みの土台の上に建つ家(blai)お よび屋敷地に付属するものと考えられてきた。そして,

土地使用の単位 となる家は,村 で一定の数に限定されていた。 したがってiそ の家に

住むカブリールの男性 ・女性成員が,家 つきのあらゆる食料資源の管理と処分に最終

的な権利を保持 してきた。 しかし,ド イッ時代のココヤシ植栽地の個人的所有とその

父系相続という土地政策や貨幣経済の波及による土地の売買,1920年 代からの山腹地

域から海岸部への住居の移動や,1933年 の南洋庁統治時代の土地台帳の作成などの要

因によって伝統的な土地所有の様式も変化を見せてきている。とくに,住 居の移動に

よって,個 人が自由に家を建てることが許され,そ れまでの石積みの土台の上に建て

られた家が,食 料資源の保有の単位であるという観念がうすれてきた。他人の土地を

購入 して,男 性成員が個人単位に居住するという傾向が増加 してきた。また,土 地台

帳には,そ の当時のカブリールの有力男性(酋 長など)の 名前を登記 したため,登 記
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者の死後において土地の相続をめぐって紛争が起 きてきている。このような土地の所

有様式の変化をマルキョク村の資料をもとにSmithは,つ ぎのようにまとめている。

1) 土地に対する使用権は母方の家にあり,か つ母系的に相続する方式から,父 の

 家の土地を所有ないし使用する権i利を獲得する可能性が開け,

2) ッルンガルクが独自に土地を所有することも許され,そ して

3) ある土地は個人的に所有される[SMITH .1977:157-158]。

 この変化のうち,1),2)は,前 述 した杉浦の資料や筆者の調査資料からも,今 世

紀初頭からみられるが,3)に 関しては,こ こ30年間のあいだに生 じた現象である。

それは,居 住地の移動にあいまって,現 金を手に入れた男性が自分のカブリールの土

地にではなく,他 人の土地を購入 し,そ こに家を建てて居住するようになったからで

ある。そして,購 入 した土地は購入者個入の所有となり,彼 の子どもに相続させるこ

とが可能である1)。

IV.ポ ナベ社会の土地所有

 ポ ナ ペ(Ponape)島 は375 km2の 面 積 を もつ火 山島 で,1980年 の 人 口 は20,341人 を

数 え る。 白人 との 直接 接 触 が始 ま る1840年 代 の人 口 は,約8,000人 と報 告 され て い る

[SHINEBERG l 971:183]。 ポ ナ ペの主 要 な栽 培 植 物 は,パ ンノ キ とヤ ム イ モ で あ る。

1)ウ リシー(Ulithi)は ヤ ッフ。北東100 kmに 位置 し,30余 の島,総 面積4.6 km2の 環礁であ

る。現在4島 に人が居住 し,人 口710人(1980年)を 数える。1904年 には797人 が住んでいたと

の報告 があ る[LESSA 1950:24]。 タロイモとパ ンノキが主要栽培植物である。ウ リシー社会

は,ハ イラン(hailang)と よばれ る母 系クランで構成 され,土 地所有の基本的単位 は,そ の分

節集団,母 系 リニージである。各 リニージは,本 拠地 となるブガタ(bugata)と よばれる居住 区

(屋敷地)を もち,家 屋 は石積みの土台(daif )の 上 に建て られる。 とくに,リ ニージの首長 の

家は,「 リニージの中核の家」とみなされている。モグモグ(Mogmo9)島 には,そ のような リニ
ージが6つ ある[牛 島1983:76]

。 夫(父)方 居住方式のため,リ ニージ成 員は分散 し,ブ

ガタは多 くの非 リニージ成員によって占められる。 しか し,男 性成員のなかで首長になるもの

は,「 リニージの家」 に移 り住み,リ ニージの 所有地(bugatel hailang)で ある,コ コヤシ林,

パ ンノキ,タ ロイモ田の使用権を成員に割 り当て管理 し
,ま た処分にたい して最終的権利を も

つ [LESSA  l 950:56]o

 それ らは母系的に相続 されることを原則 とする。つま り,居 住地,コ コヤシ,パ ンノキの生
えてい る土地 は,母 方 オジか ら姉妹の息子へ,タ ロイモ田は母か ら娘へである。ただ,子 ども
たちは父が生 きているあいだ,父 の リニージの土地を使用す る権利を保持する。その使用権 は,

父の リニージ成員人口の減少ない し絶滅という場合には,父 一子関係で継承 される。 ここ数十

年間 に使用権 だけでな く,土 地その ものが父一子関係に基づ いて相続 され る例 が多 くみ られ る。

ただ し,父 か ら相続 した土地の使用者は,父 の リニ0ジ 成 員の葬儀のさいに,貴 重品(ベ ッコ
ウ製品,腰 布 など)を 献納する義務があ り,そ の義務の行使 によ って土地の継続使用の権利が

確認 される[牛 島 1983:78]。 このように,ウ リシー社会 の土地は母系 出自集団 によ って所

有され るが,父 方居住方式 のため,実 際に土地を使用する単位 は父系拡大家族である。
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 ポナ ペ社 会 は5つ の 村(藩,tribe)な い し首 長 国(z�hi)に 分 かれ,そ れ ぞ れ が 独 立

した 政治 単 位 で あ る。 各 首 長 国 は ナ ンマ ル キ(Nahnmz�rki)と ナ ー ニ ケ ン(Nahnken)

と よばれ る2系 統 の 酋 長 に よ って 統 治 さ れ て き た[FlscHER l 957;RIEsENBERG

l967;SHIMIzu l987]。 それ らの 酋 長位 は,そ れ ぞ れ2系 統 の 位 階制 度 の 最 上 位 の

称 号 で もあ る。 政 治 的 に有 力 な系 統 はナ ンマル キ(酋 長 な い し王)で,伝 統 的 に は彼

が彼 の首 長 国の 海 岸 や 土 地 の 名 目上 の所 有 者 で あ った。 首 長 国 に は い くつ か の 部落

(kousapzv)が あ り,そ こ を 統 治 す るの が 上 位 の位 階 の 称 号 を保 持 す る親族 集 団 の酋

(族)長 で,そ の 特権 は ナ ンマル キか ら授 与 され た。 そ して,各 部落 は幾 つ か の 母系

的 な親 族 集 団(keinek)に よ って構 成 され る。 この 親 族 集 団 の成 員 は,パ ンノ キの 実 や

ヤ ム イモ の 初 収 穫 物 を,土 地 の名 義 的所 有 者 で あ るナ ンマ ル キ に貢 納 す る こ とを 義務

づ け られ て い る。

 ポ ナペ 社会 は,18な い し19の 母 系 的 出 自集団 シ ョウ(sou)に よ って 構成 され て い る。

そ の集 団 は,さ らに ケ イ ム ゥ(ん8珈ω),ケ イネ ク(keinek)と よば れ る出 自集 団 に分 節

化 して い る。 シ ョウ,ケ イ ム ゥ,ケ イ ネ クは,そ れ ぞ れclan, subclan, lineageの 用

語 で 捉 え られ て い る。 シ ョウ(clan)は 非 地 縁 的 で あ る が,1人 の 女 性 先 祖 を 共 有 す

る と信 じ られ て お り,特 定 の 名称 を も ち,ト ーテ ム神 と関 係 す る 出自集 団 で あ る[杉

浦 1944:289;PETERsEN 1982;MAuRIcIo l 987]。 ク ラ ン成 員 は全 島 に分 散 し

て お り団 体 的 活 動 を行 う集 団 を構 成 しな い。 た だ,ク ラ ンは 外 婚 単位 と して 機 能 して

い る。 それ らの ク ラ ンは序 列 化 され た下 位 ク ラ ン(ケ イ ム ゥ)に 分 節化 して い る。 こ

の ケ イ ム ゥが カ マ チ ップ とよ ばれ る傑 礼 を 催 し物 品 を ナ ンマ ル キ に献 上 して 称 号 を獲

得 す る うえで 重 要 な単 位 とな る。 そ れ は個 々の 名 前 を もって お り,始 祖 か ら5～6世

代 の 系 譜 深度 を数 え る集 団 で あ る。 その 成員 は複 数 の 部 落 に分 散 して お り,相 互 に系

譜 関 係 を 明 確 に認 知 す る ことが で きな い。 そ して,リ ニー ジ(ケ イ ネ ク)は 母 系 的 な親

族 集 団 で あ り,地 縁 的 で伝 統 的 には土 地 所 有 の単 位 と な って い た。 この 集 団 が人 び と

の村 落 生 活 にお い て重 要 な社 会 ・政 治 的集 団 を 構 成 す る。 ケ イネ ク は,母 系 的 な 出 自

原 理 に基 づ いて 編 成 され るが,そ の男性 成 員 の 子 ど も(ψ ωψω)や 孫(z�hn mr�hng)

な ど も 「準 成 員 」 と して組 み入 れ る可 塑 性 の あ る出 自集 団 で あ る[杉 浦 1944:295-

296;清 水 1985:21-22]。

 伝 統 的 に は,ナ ンマ ル キ の名 目的所 有 と され て きた首 長 国 の 土地 は,開 墾 地 な い し

耕 作 地(πα窩ψ ω)と 未 開墾 地 な い し山林 原 野(nanz�l)と に分 け られ る。 耕 作 地 は,タ

ロイモ 田,パ ンノ キ や ヤ ム イモ を栽 培 す る畑 で あ る。 ナ ンマ ル キは,首 長 国 の 上 位 の

位 階 を もつ ク ラ ンの族 長(sohpeidi)に 部 落(kousapzv)を 割 りあて た 。 そ の族 長 は,部
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落の土地を同系のリニージ成員に分配 した。そのため,部 落は多数の土地区画(∫ψω)

に細分化され,そ の1区 画はパ リエンシャップ(ρα痂榔ψω)と よばれた。 これが1筆

の土地に相当する[矢 内原 1935:231]。 この1筆 ごとの土地は,実 質的にはケイネ

ク(母 系的 リニージ)に よって 「所有」され,使 用された。

 リニージの土地を実際に利用するのは,部 落に居住するリニージ成員である。この

リニージ成員を中心に構成される居住集団つまり家族集団はペナイナイ(ρ6漉忽)と

よばれる。ペナイナイの構成は,居 住様式によって規定される。19世 紀から今世紀初

頭にかけてのポナベ社会の居住規定 は,か なり柔軟性に富んでいたようである。南洋

庁の調査資料によると,夫 婦は結婚後,妻 方に住むのを原則としていたが,夫 方居住

もかなり認め られていた。それは夫婦の家(リ ニージ)の 格式(位 階)お よび,経 済

的状況(土 地の多寡)に よって決められていた。たとえば,夫 側の家が高い格式であ

ったり・裕福であると夫方居住になった[南 洋庁 1933]。 これは,位 階の高いリニ

ージの男子成員,つ まり酋長クラスのあいだでは,夫 方居住に基づく父系的な拡大家

族が構成されていたことをものがたっている。そして,土 地の相続に関 しても,結 婚

すると 「女の方の親」が新夫婦に土地を分けあたえるのが一般的であるが,「 男の方

の家」が裕福である場合には男が親から土地を譲り受けて所有することもあった[南

洋庁 1926]。

 1830年 代にポナペで生活 した0℃onnellに よると,家 屋敷をはじめ土地は親か ら

長男に譲 られ,長 男が一緒に居住する弟たち,親 戚や従者に土地を分け与えた。彼は

父方の大きな家に住み,従 者を従え,大 土地所有者になると一村を自分のものにして

いたとのことである[0℃oNN肌L l972:127]。 「長男相続」という点を別にすれば,

この報告からも,相 続や居住の方式において,大 土地所有者,つ まり酋長クラスにお

いては,父 方優i先に拡大家族が形成されていたことがうかがえる。19世紀から20世紀

初頭(ド イツの土地改革前)の ポナペの土地所有について,杉 浦はペナイナイを,社

会生活の単位として実質的に重要な役割をもち,家 屋を一つにし,そ の家屋に属する

土地を利用して生活する 「父系家族集団」と規定 している[杉 浦 1944:298]。 この

父系家族集団は,戸 主 とその妻,そ の息子およびその妻,な らびにその子(孫)よ り構

成される。そして,父 方居住 による父系拡大家族が土地使用の基本単位であるが,「位

階称号,土 地等重要な社会的地位,権 力,財 産は母系の線に添うて継承,相 続 され

た」[杉浦 1944:292]。

 うえでみたように,白 人 との接触前後のポナペ社会は,母 系的出自集団(ケ イネク)

が土地所有の単位で,母 方(妻 方)居 住,、母系的相続を原則 としながらも,父 方居住,
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父系的な相続もかなり行われていた ことが認め られる。とくに,位 階の高い酋長階層

においては戸主(酋 長)を 軸に父系的拡大家族を形成 し,戸 主から息子への土地相続

が実施されていたようである。 このようにポナペ社会における集団への帰属,社 会的

地位,位 階および酋長権の継承は母系の原理で貫徹 しつつも,居 住様式や土地相続の

方式においてはかなり可塑性に富んだものであったことを指摘できる。それは,19世

紀前半においても,人 口が現在の40パ ーセントに満たない点,広 大な未開墾地の存在,

豊富な食料資源と土地の高生産性という条件を加味すれば,ポ ナペの社会組織の特質

とも見なせる[PETERSEN l982:133-134]。 さらに,親 族集団の編成にみ られる柔

軟性は,1850年 代にヨーロッパからもちこまれた天然痘による人口の減少が拍車をか

け,出 自集団の 「正当な後継者の不足という事態を解消するための方策」として定着

したとも考えられる。

 流動的な社会組織が顕現化 していたポナペ社会で,ド イツ政庁は1912年 に土地改革

を実施 した。その土地改革は,ポ ナペ島の男性労働力の徴集とココヤシの植栽 による

コブラ生産の促進という植民地の経済開発を目的としていた。政庁は島民占有地の境

界を設定 し,そ の占有地 に 「私有財産権」を認定する 「地券」を交付 した。人びとが

実際に使用 していた土地を私有地の範囲ときめ,全 島を109の カウシャプ(部 落ない

し字)に 分け,さ らに909のパ リエンシャプ(区 画ないし筆)に 分割し,筆 ごとに地

券を発行 した[松 岡 1943:322-333]。 地券 の交付は成人男子 の申告に基づいてい

た。この地券の発行にともない,土 地は地券名義人の個人所有となり,長 男子に0括

して相続 され ることが最優先された。土地の割り当てがない男性は山林原野を開墾 し

て自分の耕地とした[杉 浦 1944;FISCHER l 957;ﾑIQCiRATH �,11C1 WILSON 1971]。

1912年 の段階で,母 系 リニージ(ケ イネク)所 有の土地 は,一 応その集団の男性成員

の 「個人所有地」となったのである。この地券の性格について,当 時のポナペの人び

とがどこまで理解 していたか疑問である。一部では反乱があったものの,そ の後土地

改革は大 きな反対や抵抗 もなく進行 した。

 日本統治時代,南 洋庁はドイツの土地改革を受けつぎ,そ の枠内で土地の測量調査

を実施 し,土 地台帳を作成 した。南洋庁 はポナベ人有地には干渉せず,山 林原野を開

墾する日本人の入植者のための土地利用に重点をおいた。ただ し,地 券名義人の死亡

にともない,地 券の有効性や登記された土地に関する係争問題が生じた場合には,法

院(裁 判所)が 調停にのりだしていた。この土地係争は,ア メリカ統治時代になって

も頻発している(こ の点に関しては本書の中山論文参照)。 しかしながら,ド イッ政

庁の土地改革以降,ポ ナペ社会には土地の父系相続制が定着 してきたし,ま た父方居
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住様式が卓越 してきている。この相続方式がポナペ社会に制度 として確立 した背景に

は,前 述 した19世 紀から今世紀初頭における父一息子関係の土地相続様式の存在があ

ったことも大きな要因である。 ドイツ政庁は,ト ラックにおいても同様な土地改革を

試みた。 しか し,ト ラックの人びとはその政策を表面的には受諾 したが,実 際には母

系相続の方式を実施 していた。そのために,ト ラック社会では父系相続が卓越するこ

とはなかった。

V.ヤ ップ,フ ァイス社 会 の土 地 所 有

1. ヤ ップ社会の土地所有

 ヤ ップ(Yap)島 は4つ の 島 か らな る陸 島 で,総 面 積98 km2で あ る。1980年 の人 口

は5,196人 で あ るが,白 人 との 接 触 前(19世 紀 前 半)に は,最 高50,000人,少 な く と

も25,000～35,000人 が 住 ん で いた と推定 され る[MARKsBuRY l 979:301。 ス ペ イ

ン統 治 時 代 の 人 口調 査 に よ る と7,808人(1899年)で,そ れ以 降人 口 が減 り・1946年

の ア メ リカ海 軍 省 の 調査 で は2,582人 に落 ち こん だ。1950年 代 か らは人 口 が増 加 し,

1987年 に は6,592人 まで 回復 した[YAP STATE l987]。 ヤ ップ社 会 にお け る こ こ150年

間 の人 口の 極 端 な 減少 と最 近 の 回復 傾 向 と い う現 象 は,伝 統 的 土地 所 有 制 度 の うえ に

大 きな 影 響 を お よ ぼ して い る。

 ヤ ップ は10の 政 治地 区,129村 よ りな る。 村(binﾘZeJ)は 五 階級 に序 列 化 され た 政 治

単 位 で あ る。 そ して,村 は土地 お よ び その 他 の 資 源 を 所有 す る 「親 族 集 団 」 で構 成 さ

れ る。 そ の 「親 族 集 団 」 は,タ ビナ ウ(tab�az�,「 一 つ の 土地 」)と よば れ る屋敷 を軸

に編 成 さ れ る。 タ ビ ナ ウ は固有 の 名 前 を もつ が,そ の 名 称 は家(主 屋)の 土 台 と な る

六 角形 の石 積 み の 基 壇(ダ ィ フ,dayif )に 由来 す る。 した が って,ヤ ップ の社 会 集 団

の基 本 的単 位 は,ダ イ フを基 盤 に して い る ので あ る。 タ ビ ナ ウへ の帰 属 は原 則 と して,

父 一 子 関 係 が 優 先 され るた め,そ の 集団 構 成 は男(父)系 的 な 親族 集団 の形 態 を とる。

しか し,タ ビ ナ ウ とい う ことば は,厳 密 に は生 産手 段 お よ び個 人 の 社 会 的 地 位 が 付 随

す る屋 敷 その もの を指 す もの で,社 会 集 団 を指 示 す る もの で は な い。 ヤ ップ の 人 び と

は,「 タ ビナ ウに帰 属 す る人」 と い う と きに は,9ゴ 漉 伽 θα励 伽 ω 「タ ビナ ウ(土 地)

の人 」 と表 現 す る。 その た め,こ の タ ビ ナ ウの定 義 を め ぐ って 多 くの 議 論 が 展 開 され

て きて い る[MAHoNEY I958;SCHNEIDER 1962,1974;LINGENFELTER l975;

hBBY l976;MARKSBURY 1979;牛 島 1987]2)。

 タ ビナ ウ に実 際 に居 住 して そ れ に属 す 土 地 ・資 源 を利 用 す る の は,父 系 的 拡大 家族
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で あ る。 それ は,タ ビナ ウ に権 利 のあ る0人 の 男 性 と彼 の 息 子 や 孫 た ち と,彼 らの妻

た ち お よび 未 婚 の 子女 な ど で構 成 され る。 家 族 成員 は,年 長 性 の 身分 階 層 制 に基 づ い

て タ ビナ ウ に建 て られ た家 に住 む。 つ ま り,タ ビナ ゥを あ ぐって 編成 され る親族 集 団

は,ダ ィ フを 所 有 す る最 上 世 代 ・最 年 長 の男 性 を軸 に男 系 的 系譜 関係 者 と その配 偶 者

に よ って 家 族 が 形成 さ れ るので あ る。 した が って,筆 者 は土 地所 有 集 団 と して の タ ビ

ナ ウを 男(父)系 的 出 自集 団(リ ニ ー ジ)と 規 定 す る。

 伝 統 的 な タ ビナ ウ は,ダ イ フの 上 に建 て られ る家(主 屋),未 婚 の 子女 が寝 る家,

月 経小 屋 と炊 事 小 屋 な ど数 棟 の建 物 群 よ りな る。 そ して,あ らゆ る食 糧資 源 と個 人 の

社 会 的地 位 は,タ ビ ナ ウの 名 前 が 由来 す るダ イ フ に結 び つ いて い る。 ヤ ップ社 会 で重

要 な 生 産手 段 は,タ ロ イ モ 田(maut),ヤ ム イモ 畑(milay),コ コヤ シ林(niz�),森 林

(egaragar),山 地 の原 野(tayid ),礁 湖 の漁 場(daay)や 石 干 見(ech)で あ り,そ れ らは

セ ッ トと してダ イ フ に付属 す る。 そ して,地 区 の酋 長,村 長,長 老会 議 の成 員 や村

役,共 同漁 の 漁 携 長,呪 術 者 な ど,あ らゆ る伝 統 的職 能 も特 定 の ダ イ フに 固定 して い

る。 した が って,ダ イ フ は独 立 した食 糧資 源 の所 有 単位 で あ る と 同時 に,村 内で の個

人 の地 位 を も規 定 す る性質 の もの で あ る。 実 際 の 社会 生 活 にお いて は,そ れ ぞ れ の ダ

イ フ(タ ビ ナ ウ)に 住 む 最 上世 代 の男 性 で あ る マ タ ン(matam)が 「タ ビナ ウの長 」 と

な り,そ れ に付 属 す る資 源 を所 有 ・管 理 し,社 会 的特 権 を掌 握 す る こ とに な る。 ヤ ッ

プ の人 び と は,人 と タ ビ ナ ウの この よ うな 関係 を,「 人 間 が偉 い(村 長 にな る)の で

はな く,タ ビナ ウ に力 が あ る」 と考 え て い る。

 タ ビナ ウ は,伝 統 的 に父 系 ・長 男相 続(yuuzv)を 原則 と して い る。 この相 続 様式 は,

ヤ ップ 社 会 の 命 名 法 と密 接 に関 係 す る。 子 ど も に は,祖 先 や 上 位 世 代 者 の名 前 を つ け

る習 慣 が あ り,今 日で も行 わ れ て い る。 タ ビ ナ ウ長 は,タ ビ ナ ウな い し土地 を 所有 し

て い た祖 先,た とえ ば父 の 父,父 の父 の兄 弟 な ど の 名前 を息 子 や そ の息 子 につ け る。

これ は名 前 を つ け られ た 子 ど もが,同 名 の 上 位世 代 者 が所 有 して い る,な い しは して

いた 財 産 を 将来 にお い て相 続 す る こ とを 「予 約 」 す る慣 習 で あ る。 しか し,命 名 さ れ

2)ヤ ップ の タ ビナ ウ の 定 義 に は,patrilineageな い しpatri-extended family[SCHNEIDER

1962],政 治 ・経 済 的 単 位 と して はpatriclan,血 縁 的親 族 集団 と して はpatrilineage,そ して

生 活 単 位 と し て はhousehold[LINGENFELTER l 975],他 方 で 土 地 所 有 の 単 位[MAHoNEY

l958],出 自集 団 で は な く 「私 有 地 」(estate)な い し 「土地 つ きの 社 会 階級 」(1anded estate)

[LABBY l976]な ど が あ る。 タ ビナ ウはそ の 基壇(dayif )に,あ らゆ る食糧 資 源,社 会 的 ・

政 治 的地 位 や職 能,祖 先 霊 な どが,セ ッ トと して 付 随 して お り,社 会生 活 の異 な る レベル にお

いて 機 能 す るた め,上 述 の よ うに 多様 な 概念 で 規定 され るの で あ る 。Schneiderは,彼 の教 え

子 で あ るLabbyの 調 査 資 料 に 依 拠 して タ ビナ ウを再 分 析 し,個 人 が 複数 のタ ビナ ウに同時 に

帰 属 す る の で 出 自集 団 で はな く,ま たタ ビナ ウが 多面 的 機能 を は たす 性 格 で あ る こ とか ら,翻

訳 不 可能 で,「 タ ビナ ウはタ ビナ ウで あ る」 と結 論づ け て い る[SCHNEIDER 1974]。
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たとしても,長 男が父(マ タン)に 従順でなかったり,父 の老後の世話を見なかった

場合には,次 男以下の男子がタビナウを継 ぐこともある。これはタビナウの相続が息

子の父親にたいする義務の遂行を条件にしていることを意味する。

 息子が複数の場合,長 男が父のダイフを相続 し,そ れ以外に相続可能なダイフがな

いときには,次 男以下の息子はほかのタビナウに養子に出るか,父 のダィフの近 くに

新たなダィフをつくり,父 のタビナウに余裕があれば父から食糧資源を分割 してもら

い,タ ビナウを創設する[LABBY l976:16-17]。 しか し,新 しいタビナウ居住者は

自律的集団として独立し,新 旧のタビナウに住む人びとが団体的活動を営なむことは

なく,両 者の系譜関係は数世代経つと忘れさられる[牛 島 1987:55]。 このような

タビナウの分裂と系譜関係の不連続という性質を考慮すると,タ ビナウに基づく親族

集団は,父 祖を共有する分節的出自集団ではあるが,世 代限定的な父系的リニージと

して捉え られよう。

 つぎに,女 性 とタビナウの帰属(相 続)関 係を検討 してみよう。娘たちは婚出して

子どもを産むと,父 から小区画のタロイモ田かヤムイモ畑を分与され,そ れ らを相続

する権利をもつ。それ らの土地は,彼 女の子どもの財産に組みいれ られる。これは子

どもが,父 のダィフつきの財産のほかに,母 方からも土地区画を相続することを意味

している。そして,父 一娘の関係をとお して相続 され る小区画の土地は,ダ イフか ら

切り離されたものとみなされる。また,タ ビナウを継 ぐべき息子がいない場合には,

娘がいれば彼女がそれを相続 し,彼 女の夫がそのタビナウの資源を管理 しダイフに付

属する職能につ く権利をもつ。そして,そ のタビナウはそれ以降父系的に相続される。

ヤ ップ社会には,父 一子関係だけでなく土地ないしタビナゥを個人的人間関係によっ

て相続する伝統的方式がある。それは,個 人が老人にたい して日頃から食物や日用品

を贈 ったり,病 気の世話をしたことによって,老 人の死後,彼 の財産の一部を相続す

るものである。 もし,老 人に実子や養子がいない場合には,老 人が所有するタビナウ

の全財産を継ぐ可能性もある。イル ・エ ・マガル( .yil e magar)と よばれるこの相続

は,非 親族関係者のあいだでも行われる。それ らの相続方法によって,ヤ ップ社会の

土地は,個 々のダィフにセットとして固定 しているものと,ダ ィフから切 り離された

ものとがある。

 うえでみたように,タ ビナウの伝統的相続 ・継承法においては,父 系 ・長男のライ

ンを最優先しているが,現 実にはかなりの柔軟性のある相続方式をとっていたようで

ある。そして,今 世紀初頭からの人口の減少によって,今 日では伝統的原則が大幅に

崩れてきている。牛島の1970年 代の調査資料によると,フ ァニフ管区,ラ ン村には空
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屋 敷 を含 め,50の タ ビナ ウ(ダ ィ フ)が あ る。 その う ち,ラ ン村 の 住人 が保 有 す る40

の タ ビナ ウの相 続 様 式 を検 討 して み る と,父 系 的 に相 続 され た もの が12例,婚 入 した

女 性 を とお した もの が11例,婚 出 した 女 性 の夫 か ら11例,イ ル ・エ ・マ ガル4例,そ

の 他2例 とな って い る[牛 島 1987:72]。 この 事 例 で,伝 統 的 な 相続 の原 則 に従 う

の は30パ ー セ ン トで あ る。 そ して,現 在,人 が居 住 す るダ ィ フ は5つ に す ぎず,無 住

の ダ イ フ が大 半 を しめ る。

 そ の状 況 は,極 端 な人 口の減 少 に よ って もた らされ た の で あ る。 そ のた め に,一 人

の男 性 が,17の ダ ィ フ(タ ビナ ウ)を 相 続 ・所 有 して い る例 もあ る。 最 近 で は,若 年

人 口 の増 加 に と もな い,無 住 ダ イ フに相 続 予定 者 を は りつ けて い る。 無 住 ダ イ フの所

有 ・管 理 者 は,前 述 した 命 名 法 の 慣 習 に の っ と り,そ の ダ イ フ に 住 ん で い た 所 有者

(男 性祖 先)の 名 前 を彼 の 息 子 た ちや それ らの息 子 た ち につ けて い る。 彼 らが40～50歳

代 の プ ムオ ン(pumoon「 一 人 前 の 男」)に な って か ら,そ の財 を 相 続 させ るた め で あ

る。 この 方策 を実 行 して い る長 老 は,自 分 の 責任 とな って い る無 住 ダ イ フを,で き る

だ け男 系 的 に相 続 させ よ うと強 く意 識 して い る。 そ れ に対 応 す るか の よ うに,若 い父

親 は彼 の 息子 に祖 父 と一 緒 に住 み,彼 の い いつ け や知 識 を習 うよ うに勧 め て い る。 そ

れ は,子 ど もた ち が父 方 祖 父 が 現 有 して い る無 住 ダ イ フ に付 属 す る財 産 と社 会 的地 位

の相 続 ・継承 の権 利 を得 られ る よ うに す るた め で あ る。 この よ うな傾 向 は,ラ ン村 だ

けで な く現在 の ヤ ップ 社 会 に共 通 して み られ る。 してみ る と,今 後 の ヤ ップ社 会 は,

無 住 ダ ィ フを所 有 して い る長 老(男 性)を 祖 とす る男 系 的 出 自集 団 が伝 統 的 方式 に基

づ いて再 編 成 され る可 能 性 が 予想 され る。

 ヤ ップ社 会 に は,屋 敷(土 地)を 軸 に編成 され る世 代 限 定 的 な父 系 リニ ー ジ と と も

に,ガ ノ ン(gaanang)と よ ば れ る母 系 出 自集団 が存 在 す る。 ガ ノ ンは想定 上 の女 祖 を

共有 す る単 系 出 自集 団 で,ト ー テ ム と関連 す る固 有 の 名 称 を もつ 。 個人 は 出生 に よ っ

て,母 一 子 関 係 を とお して ガ ノ ンに帰 属 す る。 そ の 成 員 は ヤ ップ全 島 に分 散 して お り,

相 互 に系 譜 関係 を確 認 で き な い。 した が って,ガ ノ ンを母 系 ク ラ ンと規 定 で き よ う。

現 在,40余 の ガ ノ ンの 存 在 が認 られ て い る[MARKsBuRY l979:68]。 そ れ らの母

系 ク ラ ン は,序 列 の な い平 等 な 関係 に あ り,外 婚 単 位 とな って い る。 ク ラ ン成 員 は,

儀 礼 的交 換 や死 者儀 礼 の さ い に経 済 的 援 助 を しあ う。 また,ク ラ ンは祖 先 が生 れ た と

いわ れ る,特 定 の土 地 な い し聖地(taliz�)に 結 びつ いて お り,ク ラ ン成 員 で あ る宗 教

的職 能 者 はそ の聖 地 で 宗 教 的儀 礼 を行 った り,供 物 を さ さ げて 豊饒 や豊 漁 を祈 願 す る。

この よ うに,母 系 ク ラ ン は,現 在 の ヤ ップ の人 び との 生 活 にお い て,社 会 ・経済 的 お

よび 宗教 的分 野 で機 能 す る親族 組 織 で あ る。
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 父系 リニ0ジ と母系クランの併存という現象は,ヤ ップの社会組織の枠組および歴

史的変化を理解するうえで興味深い問題である。最近,ヤ ップ研究者のあいだから,

元来のヤ ップの社会組織は,母 系出自 ・母方居住方式に基づいて編成されていたが,

人口増加に対処するために父系的出自・父方居住の体制 に変化 したという仮説が提示

されている[LABBY 1976;牛 島 1987]。 それを裏づける主な要因として,白 人との

接触前の人口規模(最 高50,000人),焼 畑によるヤムイモ栽培から灌瀧設備を整えた

タロイモ栽培への変化があげられる。この農耕の変化にともなう社会 ・経済的形態の

再編成の過程 はつぎのように説明される[LABBY 1976:ll7-123;牛 島 1987:

ll3-118]。

 ヤ ップ社会の食料生産は伝統的に女性の仕事であり,山 地や丘陵地帯での粗放的ヤ

ムイモ栽培には,多 くの労働投下を必要 とし,労 働力を確保するために母系 ・母処婚

に基づく親族集団が形成された。そして,人 口増加が進行するにつれ焼畑を繰りかえ

したために土地の地力が低下 し,人 口を支持する食料の獲得が不可能になった。それ

で,低 地やマングローブ湿地を開墾 して集約的タロイモ耕作 に移行 した。その開墾作

業には多大な労働力を要するが,造 成後の水田でのタロイモ栽培は,少 人数の労働力

と単純な技術で食料獲i得を可能にした。 したがって,ヤ ムイモ栽培における母系的出

自集団を核とする土地利用の単位は,縮 小化 ・細分化の傾向にむかった。そのさい,

新 しい土地保有関係をつ くりだすために,集 団の権i威構造の再編が行われ,母 系出

自集団の資源管理者(男 性)を 中心に集団のあらゆる種類の土地が配分された。つま

り,母 系出自集団の男性成員は,タ ロイモ田の近 くに住居を構え,夫 方居住を行い,

分配をうけた母系クランの食料資源を父系的に相続させる新方式を定着させたのであ

る。

 その仮説は,南 太平洋地域においては人口増に対応 して焼畑から水田タロイモ栽培

へと変化 したというBarrau説[BARRAu l961],カ ロリン諸島にお いて は農耕形態

と社会組織 とのあいだに相関関係があるというAlkireの 研究成果[ALKIRE 1960]

に基づいている。 同時に,そ れはSchneiderの 母系社会の構造論にかんする研究の

視点[ScHNEIDER and GouGH l961]やMurdockの 母系制 ・母処婚の社会組織か

らほかの社会組織への移行に関する枠組[MURDOCK l949]な どを視野にいれてう

ちたてられている。さらに,そ れは,主 要栽培植物の農耕形態の変化が生産手段の所

有 ・使用方式,相 続様式に作用 して家族の経済的自立を促 し,共 同体が母系的体系か

ら父系的体系へと再編成されたという,メ ラネシアの社会組織の動態に関する石川の

仮説[石 川 1970]と も符合する。 したがって,筆 者はヤップ社会の土地所有と親族
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組織にみ られる母系的体系と父系的体系の共存現象を,主 食になる栽培植物の歴史的

変更(農 耕形態の変化)と 関連づけた上記の仮説に強い蓋然性を認めている。

2. フ ァイス社会 の土 地所有

 フ ァイ ス(Fais)島 は,ヤ ップ 島 の東 方180 kmに 位 置 す る 隆 起 サ ンゴ礁 の 島で あ

る。 日本 統 治 時 代 に は,リ ン鉱 石 の 産 出地 で あ った。 島面 積2.5km2,人 ロ207人 を数

え る(1980年)。19世 紀 初頭 の人 口 は約500人 と推 定 され て い る[RUBINSTEIN l979:

16]。 フ ァイス 社 会 の 土地 所 有 の単 位 は,ボ ゴ タ(bogota)と よ ばれ る屋敷 に帰 属 す る

男(父)系 的 出 自集 団 で あ る。 その 集 団 は3～4世 代 前 の 父祖 を共 通 にす る男 系 子孫 で

構 成 され,現 在9つ の ボ ゴ タ集 団 が あ る。 居 住 集 団 は,男 系 出 自集 団(ボ ゴ タ)成 員

と彼 らの妻 た ち お よび そ れ らの子 ど もた ちで あ る。 ボ ゴタ 成員 は,数 戸 の 家,共 同炊

事小 屋 と墓 を共 有 し,土 地 に た い して権 利 を もつ。

 フ ァイ ス の 土地 は,ボ ゴタ(屋 敷)を 別 にす れ ば,畑(zvali )と 森(伽 ω漉)と に分 類

され る。 畑 は 島 の 内陸 部 の 土 地 で,サ ツマ イ モ,ヤ ム イモ,タ ロイ モ,タ ピオ カ,バ

ナ ナ とタ バ コが栽 培 され る。 そ して,森 は コ コヤ シ,パ ンノ キが植 え られ,雑 木 が茂

る土 地 で あ る。 それ らの 土地 は,約130の 特 定 の 名 前 を もった 区 画(一 筆)に 分 け られ

て お り,基 本 的 に は9つ の ボ ゴタ 集 団成 員 に よ って所 有 な い し使 用 さ れ る。 そ の集団

が権 利 を有 す る土地 は,「 本 当 の土 地 」(sipegila bogotalと 「入 って きた土 地 」@90彦 α

ye buudogo)の2つ の カ テ ゴ リー にわ け られ て い る。

 「本 当 の 土 地 」 は,元 もとボ ゴ タ に付 属 して お り,ボ ゴ タ成 員 が排 他 的 所 有 権 を も

つ土 地 で あ る。 「永 久 の 土 地 」 とか 「元 来 の 土地 」 とみ な され て い る。 「入 っ て きた 土

地 」 は,結 婚 や 養 取 な どの機 会 にボ ゴタ間 で 贈 与 ・交 換 され た 土 地 で あ る。 フ ァイス

社 会 で は婚 姻 時 に,妻 の母 と父,母 の母 や養 父 な ど が,夫 に畑 や 森 の小 区画 を贈 る慣

行 が あ る。 それ らの 贈 与 され た土 地 は夫 婦 か ら生 まれ た子 ど もた ちの 「共 有 財 」 にな

る。 そ の贈 与 に た い し,夫 の 集団 と彼 の親 族 は 同規 模 の 土地 を妻 側 に反対 給 付 す る。

そ の た め,Rubinsteinの 調 査 によ る と,小 区 画 に分 割 され た280例 の 土地 の うち,約

6割 が ボ ゴ タ の本 当 の 土 地 で,残 り4割 が こ こ30年 間 にボ ゴ タ の あ いだ で や り とり さ

れ た 土地 で あ る[RuBINsTEIN 1979:142-146]。

 フ ァイ ス社 会 の土 地 所 有 は,う えで み た よ うにボ ゴタ 集 団 固有 の土 地 と集 団 間 で移

譲 され て きた 土地 との 二 様 式 か らな って い る。 そ して,父 系 的 出 自集 団(ボ ゴタ)が

土 地 所 有 の基 本 単 位 に な って い る。 しか し,フ ァイ ス社 会 に は,ボ ゴ タ と は別 に母 系

的 親 族 集 団 の存 在 が認 め られ る。 長 老 は,カ イ ラ ンギ(ん妙伽 πgのと よ ばれ る,7～8
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世 代 ま え の女 性 祖 先 を共 通 にす る母 系 ク ラ ンの こ とを 知 って い る。 今 日,そ の ク ラ ン

は土 地所 有 や団 体 的 活 動 の単 位 と して は機 能 して い な い が,婚 姻 規 制 の 単位 と して の

意 味 を もつ。 また,長 老 た ち は酋 長位 の継 承 順 位 に関 して 伝 統 的 な母 系 の ライ ンを優

先 す る方法 を と るべ きだ との意 見 を主 張 す る。

 筆 者 は,フ ァイス 社 会 に お いて もヤ ップ と 同様,親 族 集 団 が歴 史 的 に母 系 的体 系 か

ら,父 系 的 な それ に変 化 な い し再 編成 され た と推 論 して い る。 そ の根 拠 と して,現 在

にお け る母 系 的 出 自の 認 識 とフ ァイ ス で も100年 前 に農 耕 形 態 が変 化 した 事 実 が あ げ

られ る。1850年 ころ に,サ ツマ イ モ栽 培 が ヤ ップ か らフ ァイ ス に導 入 され[KRﾅMER

I937:130-13i],そ れ が この 島の 主 要作 物 に な り今 日 に いた って い る[RuBINsTEIN

l979:14]。 筆 者 もサ ツマ イ モ の栽 培 にかん す る上 記 の 伝 承 を,フ ァィ スの 長老 か ら

確 認 して い る。 彼 は島 の 内 陸 部 の常畑 で の サ ツ マ イ モつ くり は,施 肥 を すれ ば 毎年 収

穫 で きる と説 明 して い る。 そ れ にた い し,タ ロイ モ の栽 培 は湿 地 の な い フ ァ イス で は

難 か し く,乾 燥 地 に生 え るタ ロ イモ(Alocasia macrorrhiza)を す こ しだ け植 え て い る

との ことで あ る。19世 紀 半 ば には500人 の人 口を擁 して いた と推 定 され る。 その 人 口

を支 持 す るた め の食 糧 は,サ ンゴ礁 お よび リン磯 質 の土 壌 で ヤ ム イモ と乾 地 タ ロイ モ

の栽 培 だ けで は不 十 分 で あ った ことが 明 らか で あ る。 そ の よ うな 食 料事 情 の も とで,

集約 的栽 培 が可 能 な サ ツマ イモ が,主 作 物 にな った と して も不 自然 で は な い。 した が

って,少 人 数 の男 性 労 働 力 で 栽 培 で き るサ ツマ イ モ の導 入 が,社 会 組織 の うえ に も変

化 を もた ら した こ とが考 え られ る。 この 点 か ら,フ ァイ ス の ボ ゴ タ集 団 は,ヤ ップ に

お け るタ ビ ナ ウが ガ ノ ンか ら変 化 した の と同様 に,母 系 出 自集 団(カ イ ラ ンギ)か ら

の変 質 とみ なせ よ う3)。

3)ポ ナペ島の東方に位 置する ピンゲ ラプ(Pingelap)と モキル(Mokil)の 両環礁社会における土

地 所有の基本的単位は,父 系的出自集団で,現 実 にはペイネイネイ(ρ卿痂 θの とよばれる父系

的拡大家族である。 ピンゲラプの総面積 は,1.8 km2,人 口375人(1980年),モ キルは1・2 km2

の島に290人(1980年)が 住む。 両島とも,タ ロイモとパ ンノキの実に主食を依存 している。

土地は父系的に相続され,長 男相続が優先 され る。Damasの 調査 した土地 とタロイモ田の相

続 例によると,長 男が土地の70パ ーセ ン ト,タ ロイモ田の51パ ーセ ン ト,次 男がそれぞれ22パ
ーセ ン ト

,23パ ーセ ン ト,そ して4人 の娘が土地 を7パ ーセ ン ト,タ ロイモ田を26パ ーセ ン ト

の割合で相続 している[DAMAs l979:182】。そのうち娘の相続 は,彼女 の婚出時に父か ら 「持

参財」の形で分与 された ものである。父 か ら相続 したそれ らの財 は,彼 女 の子 どもへ と相続 さ

れ る。 したが って,ピ ンゲ ラプ社会では,父 系 ・長男相続を優先 させなが らも,個 人 は母 方か

らも小区画の土地 を相続する権利をもつ[DAMAs 1979:180]。 しか し,個 人の社会的地位 や

首長権の継承は,父 系原理 が貫徹する。モキル社会の土地所有集団の編成および土地相続の慣

行 はピンゲラプ社会のそれ らと同 じ方式を とっている[WECKLER 1949,1953]。

 他方,両 社会 には母系ク ランも存在する。神話上の4人 の女性祖先か らの出自によって人び

とは,4つ の クランに分れる。 しか し,人 びとは,3世 代前までの系譜関係 しかたどれず,母

系 クランは婚姻規制の単位 として機能するだけで,団 体的集団を構成す ることはないPAMAS

l979: 179-180】o
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V【.土 地所有様式 の変化

 ll節か らV節 にかけ,今 世紀初頭の時点におけるミクロネシァの10社会の土地所有

体系を四つのタイプに分け,述 べてきた。そのうち,い くつかの社会では,19世 紀の

白人との接触時以前,な いしここ30年間に土地所有の方式を大幅に変化させたところ

もある。 ここでは,こ れまでに記述 した土地所有の変化の要因と,そ の変化と関連す

る社会組織の変質の問題をまとめて考察してみたい。土地所有の変化をもたらした,

主な要因としては,人 口増加,統 治国の土地政策,そ して貨幣経済の波及の3つ をあ

げることができる。

 1. 人 口圧 と土 地所 有制 の変化

 表2を 参考に人口と土地所有の問題をとりあげてみよう。白人 との接触時以前に,

高い人口密度をもった社会は,モ ートロック,フ ァィス,ヤ ップの3社 会である。こ

のうち,そ の当時に土地所有の方式を変化させたと推定 されるのは,ヤ ップとファイ

スの2社 会である。 ヤップ社会は,1km2あ たり306人 という高い値を示す。 この人

口増加を経験 したヤップ社会は人口を支持するために,食 糧資源の開発において主食

となる新 らしい作物の栽培法を導入した。それが,焼 畑によるヤムイモ栽培から,水

田におけるタロイモ栽培への変化である。この変化は農業労働力を組織するうえで大

きな変革をもたらした。

 ヤムイモ栽培においては,焼 畑による輪作という粗放的農耕のため多人数の労働力

を必要とした。その労働力は,母 系的出自集団の女性成員によってまかなわれていた。

それにともない,土 地所有はその集団の 「共有制」であった。それにたいし,タ ロイ

モ栽培は,水 田での集約的農耕であるため,少 入数の労働力で多収穫が可能になった。

それに対応 して,母 系的出自集団の共有であった土地は,細 分化され集団成員に再分

表2 ミクロネシアの人 口と人 口密度

タ イ プ 1 2 3 4

島 児 簡シヤ1トラ・クほ ヲ トロ1サタ ワル
パ ラ オ ポ ナ ペ フ ・イス1ヤ ・ プ

       P

19世紀前半の人 口
密度 (人/km2)

1980年 の人 ロ密度

   (人/km2)

1g37～1980年 の人
口増加率

125

288

220
 %

126

303

210
 %

333

639

290
 %

150

350

140
 %

108

32

260
 %

21

63

250
 %

202

104

120 %

306

52

180
 %
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配された。そのさい,土 地は母系的出自集団の土地の管理責任者であった,集 団の男

性成員を中心に配分された。水田をはじめ母系的出自集団の土地の配分をうけた男性

は・タロイモ田の近 くに住居を構え,そ れらの食糧資源を父系的に相続させる方式を

定着させた。したがって,そ のような土地所有制の移行にともない,食 糧資源を所有

する単位は,男 性を軸 とする男系的な子孫によって再編成された。この土地所有集団

が今日のタビナウ(集 団)で ある。このように,ヤ ップ社会においては,新 しい栽培

作物の導入によって人口圧に対処 した。 この農耕形態の変化にともなって,土 地所有

の単位が大規模な母系的出自集団から小規模の男系的出自集団へと変 ったのである。

 人口増加にみあう食糧資源の開発を,高 収穫を期待できる新栽培作物を導入するこ

とで達成する方法は,フ ァイス社会でも実施された。そこでは,19世 紀半ばのサッマ

イモの栽培である。それ以降ファイス社会ではサツマイモが主食になってきている。

常畑での集約的農耕は,従 来の母系的出自集団の土地所有制を,男 系的出自集団の所

有へと変化させた。

2. 人口増化,貨 幣経済 と土地所有制の変化

 最近の数十年間に著 しい人口増加を経験 している社会の土地所有制について述べる

ことにする。表2で,1937年 か ら1980年にかけて2倍 以上の人口増加率と200人 以上

の人口密度を示す社会は,マ ーシャル,ト ラック,モ ー トロックの3社 会である。そ

れらの社会は,い ずれもタイプ1に 属 し,母 系的出自集団が土地所有の単位となり,

その集団の男性成員の子どもに土地を部分的に分与 ・相続させる,な い し土地の使用

権を継承させることを制度化 している。近年の急激な人口増加 にともない,集 団の男

性成員が集団共有地を分割して彼の子どもに相続 させたために,母 系的出自集団が土

地所有の単位としての機能を弱めてきている。その傾向は,と くにトラック社会に顕

著である。

 トラックの男性のなかには,彼 の母系的出自集団に土地が無いため,他 人の土地を

購入 して彼の子どもに相続させるものが多くいる。 とくに,公 務員や商店経営者のあ

いだに現金で土地を購入する傾向が強い。購入された土地は,購 入者の 「個人的所有

地」となり,そ の処分は購入者自身の判断にまかされる。 したがって,土 地が売買の

対象になることにより,ト ラック社会には 「土地の私有化」という新 しい土地所有形

態が出現 した。そのような土地所有の変化にともない,土 地所有の単位が男性(父親)

を中心 とする選択居住に基づ く小家族ないし双系的家族に極少化 してきている。そ し

て,そ の家族の生計は所有する土地からの食料では維持できず,輸 入食料品(主 とし
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て米)の 購入によってまかなっている。

 貨幣経済の浸透によって,土 地所有集団ないし土地使用の単位が細分化する現象は

マーシャル社会でもおきている。そこでは,19世 紀末から,ド イッ人のココヤシ植栽

者の入植とコブラ貿易商の訪島により,コ ブラ販売による貨幣経済が波及 していた。

マーシャル社会では土地はワトとよばれる大区画ごとに母系出自集団によって所有さ

れている。しかし,コ ブラの生産と販売が主要な経済活動になっそから,そ の使用は

夫婦単位で行われる。夫婦はそれぞれの母系出自集団所有地だけでなく,夫 の父の母

系出自集団の土地の使用権ももつ。 したがって,夫 婦はココヤシ栽培に有利な土地へ

移り住んで,コ ブラの生産と販売に従事する。そして,コ ブラ売上金の一部を土地使

用料として,母 系出自集団の酋長に上納する。コブラ生産を土地利用の主要目的とす

るマーシャルでは,主 食を栽培作物(タ ロイモ,パ ンノキの実)で なく購入食料に依

存 している。つまり,コ ブラの生産 ・販売により貨幣経済が早 くから波及 したマーシ

ャル社会では,母 系出自集団が土地所有の単位 となってはいるものの,土 地を使用す

る単位が夫婦ないし核家族へと極少化 してきているのである。

3. 統治国の土地政策 と土地所有制の変化

 ドイツは1899年 から1914年 まで ミクロネシァを統治 したが,そ の間に土地の 「個人

所有化」 と 「父系相続制」の土地政策を実施 した。 この政策を重点的に進めたのがポ

ナペ社会である。1912年 に始めた地券による土地の個人登記制と父系相続制は,そ れ

以降ポナペ社会に定着 し,現 在にいたっている。それは母系出自集団の共有地を,母

系出自集団の男性成員に配分する政策である。配分 された土地は,原 則として男性成

員の 「個人的所有地」となり,そ の長男によって一括相続されることになった。 この

改革は,そ れまでの母系出自集団の土地共有制を否定するものであったが,政 策施行

後,短 期間のうちにポナベ社会に受容され,そ れまでの伝統的土地所有制は崩壊 した。

 ポナペの伝統的土地所有は,母 系出自集団の土地共有制と母系相続を原則 としてい

たが,豊 富な土地資源と少ない人口規模という要因を背景に,19世 紀以来父方居住に

基づく父系的相続もかなり行われていた。とくに,酋 長(貴 族)階 層では,父 と息子

のあいだでの土地相続が実施されていた。このような伝統的土地所有制の柔軟性が,

ドイツの土地改革が大きな抵抗 もなくポナペ社会にうけいれ られた基盤であったとも

考えられる。その土地所有制の変化にともない,現 在の土地所有の単位は父方居住方

式に基づく父系的な親族集団が卓越 してきている。そして,土 地の相続も父一息子の

ラインを最優先する方式が確立 した。
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 以上,こ こ200年 のあいだに生 じた土地所有制度の変化を,人 口圧,貨 幣経済の波

及,そ して統治国の土地政策の要因と関連づけて考察 してきた。 これまでの論述で,

母系の出自原理が土地所有を規定する方式から 「外ずされる」過程が明らかになった。

他方,上 記の諸社会において母系出自の観念ないし原理は,個 人の社会的地位,酋 長

位ないし称号の継承,宗 教的 ・儀礼的領域,婚 姻規制などの局面において顕在化 し,

機能 していることを指摘できる。このことは,ミ クロネシアにおいては,生 産手段の

所有形態の変化に対応 して,社 会集団が新 しい方式によって全面的に再編成されない

ことを示 している。つまり,土 地所有制および土地の相続方式が母系体系か ら父系体

系に移行 しても,社 会集団の編成ないし社会関係の構成の面においては,母 系体系 も

依然として持続するということである。

w.結 論

 筆者は本稿において,ミ クロネシァの10社会の土地の所有様式 と親族集団の編成方

式について記述 してきた。いずれの社会にも,集 団編成ないし社会関係の形成 という

局面に母系出自の観念の存在を認めることができる。 しかしながら,そ の観念が土地

所有および土地利用の方式を規定する原理となっているか否かは,社 会ごとに異なる。

筆者は,母 系出自の観念と土地所有の関連性を,土 地の所有と使用の単位,土 地の相

続方式に焦点をあてて,四 つのタイプに分類 した。 このタイプは,外 国の直接統治が

開始される前,つ まり今世紀初頭の ミクロネシア社会の土地所有制に基づいている。

ここで,各 タイプの特徴をつぎのようにまとめることができる。

 タイフ。1の社会は,サ ンゴ礁島ないし可耕地が限定された火山島で,人 口の増減に

対応する食糧資源の利用体系を維持 している。土地所有の基本的単位を母系出自に基

づいて編成 し,妻 方居住,母 系相続の方式を優先させるが,土 地の相続ないし土地の

使用権の継承を,父 一子のあいだで部分的に行 う方法を制度化 している。つまり,母

系出自集団が,そ の集団の男性成員の子どもに土地の一部を贈与 ・相続させる,な い

し土地の使用権を継承 させ る方式である。この土地の相続ないし使用権の継承方式を,

母系の出自原理か ら離脱させ る制度は,集 団が所有する食糧資源 と集団の人口規模と

の均衡を保つ機能をはたす。

 タイプ2と タイプ3の 社会は,い ずれも火山島で,豊 富な土地資源と低い人口密度

という条件に適応する土地所有の様式を特徴とする。それらの社会は,母 系出自に基

づいて土地所有集団を編成 し,母 系相続を原則 とする点では同じである。居住様式に
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おいてはタイプ2の 社会では,父 方一母方オジ方居住方式,タ イプ3の 社会では選択

居住が卓越する。 したがって,そ のような居住様式にともなって母系出自集団の男性

成員の子どもは父の集団の土地を使用することが容認され,状 況によっては子どもが

父の土地を相続することが可能になる。また,そ れ ら両タイプの社会においては,男

性成員の子どもを 「二次成員」 として母系出自集団に組みいれる集団編成の方式を制

度化 している。この柔軟性のある集団編成は,個 人が集団への帰属関係を選択的ない

し双系的に保持することにより,食 糧資源の利用の均衡化をはかっている。

 タイプ4の 社会は,母 系の出自が宗教 ・儀礼的側面で顕在化するが,団 体的集団の

編成の原理にはなっていない。土地所有の単位は,男 系的出自に基づいて構成される。

とくに,ヤ ップ社会では,世 代限定的で,小 規模な男系的出自集団が,海 および陸の

あらゆる食糧資源を1つ のセットとして所有し,自 己完結的な生産手段の所有団体を

形成 している。

 上記4類 型をVIで述べた,土 地所有の変化過程を参考にして動態的に位置づけてみ

ると,つ ぎの4点 を指摘することができる。

 1) 本稿でとりあげた10の 社会は,土 地所有の単位 としての集団編成においては元

来母系出自を基礎としていた。 しかし,土 地の相続に関 しては,各 社会で出自原理か

ら離脱 した方式を制度化 した。土地資源が限定された社会(タ イプ1)で は,父 一子

関係に基づ く土地の部分的譲渡方式を,土 地資源の豊富な社会(タ イプ2・3)で は,

居住様式および集団への帰属権に選択性ないし可塑性を付与する方式をつくりだ した。

 2) 1世 紀前に人 ロの大規模な増加を経験 した社会(タ イプ4)で は,そ れ らの方

式では人口を支持できず,多 収穫性の作物を導入した。 この農耕形態の変化にともな

い,土 地所有集団が母系的体系か ら父系的体系に移行 した。他方,こ こ30年間に急激

な人口増加を経験 した社会(タ イプ1)の なかには,土 地所有集団の単位の規模が縮

小 し,母 系的出自集団から,双 系的家族に変質する傾向がみられる。

 3) 統治国の土地政策により,母 系的出自集団の共有制 と母系相続制から,そ の男

性成員の 「個人的所有」と父系相続制へと,土 地所有体系を変化させた社会(タ イプ

3)が ある。その社会は今日,そ れらの制度が定着 し,居 住様式も父方居住方式が卓

越 している。

 4) 土地所有集団が母系的体系から父系的体系に移行 した社会,そ れが極少化 した

社会,父 方居住様式が卓越する社会においても,母 系の出自原理は,個 人の社会的地

位の決定,酋 長権や称号の継承,宗 教 ・儀礼的分野,そ して婚姻規制などの局面で機

能 している。
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 ミク ロ ネ シ ア社 会 に お け る社会 組 織 の 根底 に連 続 す る その よ うな母 系 の 出 自の 観念

およ び原 理 の特 質 につ い て は,こ れ まで にい くつ か の 議 論 が あ る。Murdockは,出 自

体 系 は居 住 様 式 に よ って規 定 され,父 方 居 住 は父 系 制 を,母 方居 住 は母 系制 を うみ だ

す と仮定 した[MuRDocK 1948,1949]。 この居 住 規 制 と出 自 体系 と の関連 性 を 強調

す る視 点 は,Goodenough[1968]とAlkire[1977]に うけ つ がれ,両 者 の ミ ク ロ

ネ シア 調査 に お いて検 証 され て い る。Alkireは,「 単系 親 族 集 団 は,特 定 の 土 地 区

画 とそ の 土地 の 相 続権 とが 居 住 集団 と 結 び つ く こ とに よ って 形 成 され る」[ALKIRE

l977:87]と 結論 づ け, Murdockの 視 点 を 支持 した。 しか し,そ れ らの一 面 的 な ア

プ ロー チ で は,本 稿 で と りあげ た諸 社 会 の 出 自,居 住,相 続 の複 雑 な関係 を把 握 で き

な い こ とは 明 らか で あ る。 ミク ロ ネ シア社 会 の 母 系 出 自の 本質 を ど の よ う に理 解 す るー

か とい う こ とが今 後 に残 され た 筆 者 の課 題 で あ る。
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